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小 鹿 野 町 

 

小小鹿鹿野野町町子子どどもも・・子子育育てて支支援援事事業業計計画画  
（平成27年度～平成31年度） 





 

子どもを生み育てることに夢をもてる町 

 

わが国では、急速な少子化の進行や核家族化、地域とのつな

がりの希薄化など、子どもや子育てに関して多くの課題があげ

られます。また、仕事と子育てを両立する難しさや待機児童問

題などから、子育てに不安や孤立感、負担感を覚える人や家庭

が多くなっております。 

子どもは社会の希望、未来を作る力であり、安心して子ども

を生み、育てることの出来る社会の実現は、社会全体で取組まなければならない最重

要課題の一つであります。 

こうしたことから、国では平成２４年８月、「子ども・子育て関連３法」を定め、

質の高い幼児期の教育や保育の総合的な提供、地域における子ども・子育て支援など

の充実を図るために、新たな支援制度を創設しました。 

町では、新たに制定された「子ども・子育て支援法」に基づき『小鹿野町子ども・

子育て支援事業計画』を策定いたしました。本計画では、次代を担う子どもたちが健

やかに生まれ、健全に育つ環境の整備に取組むため、平成２７年度から平成３１年度

までの今後５年間における大きな目標を掲げております。例えば、子育て支援セン

ターの移設を行い、子育ての支援機能を強化するとともに、事業の充実を図っていく

事などであります。そのほか、だれもが安心して、夢や希望を持って子育てができ、

子どもたちが心身ともに健やかに育つための環境づくり・支援体制の充実を図ってま

いりますので、町民の皆さんのより一層のご支援を心からお願い申しあげます。 

そして、「子どもを生み育てることに夢をもてる町」という町の基本理念を皆さん

で共有し、家庭・学校・地域・職場など、各方面のご理解とご協力をいただきますよ

う併せてお願い申しあげます。 

終わりに、本計画の策定にあたり、児童福祉審議会の委員をはじめ、ご協力をいた

だきました町民の皆様や関係者の方々に心から感謝とお礼を申し上げ、あいさつとい

たします。 

 

   平成27年3月 

小鹿野町長 福島 弘文 
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第１章  計画の概要 
 

１ 計画策定の趣旨 

 一人の女性が生涯に出産する子どもの数の目安となる合計特殊出生率は、昭和40年代中頃を

境に年々低下し、平成17年には1.26と過去最低の値となりました。その後、平成23年も1.39

と、依然として低い水準にとどまっています。 

 国の平成24年1月の人口推計（中位）によれば、2060年に生まれる子どもの数は現在の約５

割（48.2万人）となり、高齢化率は現在の約2倍（39.9％）、生産年齢人口（15～64歳）も現在

の約2分の1近くに急激に減少するとされています。 

 他方、「出生動向基本調査」によると、独身男女の約9割は結婚の意思を有しており、希望の

子ども数も男女とも2人以上となっており、国民の希望と国が推計する少子化の状況は大きく

かい離しています。 

 このかい離を生み出している要因としては、雇用の安定性や継続性、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）、育児不安などが指摘されています。 

 これらの問題を解消していくには、子どもや子育て家庭を社会全体で支援していくことが必

要です。そのため、地域住民や商店・企業、ＮＰＯ等が協働し、総合的な対策を推進していく

ことが求められています。 

 こうした中、国においては、平成15年に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、次世代育

成に向けた取組を進めてきました。さらに平成22年１月には「子ども・子育てビジョン」が閣

議決定され、平成24年８月には「子ども・子育て関連３法」が制定されました。 

 本町においては、平成22年３月に次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画『小鹿

野町次世代育成支援行動計画 後期計画』を策定し、平成22年度から26年度までを計画期間と

して、おおむね18歳未満のすべての子どもとその家庭を対象とした次世代育成支援を総合的か

つ計画的に推進してきました。 

 本町は子ども歌舞伎をはじめ、子どもたちが地域の伝統文化や自然環境に触れながら、地域

全体で子どもを育む風土が根付いています。 

 こうした本町の特長を活かしながら、行政と住民、学校、地域団体、商工団体等が連携し、

地域全体で子ども・子育て家庭を支援する、支えあいの仕組みを強化していくことが求められ

ています。 
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２ 計画の性格 

（１）子ども・子育て支援法に基づく計画 

 この計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画であ

り、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するこ

とを目的として、子ども・子育て支援関連の制度・財源を一元化して新しい仕組みを構築し、

「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ど

も・子育て支援の充実」を目指すものです。 

 

（２）次世代育成支援行動計画と一体的に策定する計画 

 この計画は、町がこれまで進めてきた『次世代育成支援行動計画』を継承し、保健・医療、

福祉、教育、住宅、労働、まちづくり等の総合的な展開を図る計画です。 

 

（３）総合振興計画及び町の関連計画と整合性を図った計画 

 この計画は、「小鹿野町第１次総合振興計画」を上位計画とし、「小鹿野町障害者計画・小鹿

野町障害福祉計画」及び「小鹿野町男女共同参画計画」などの関連計画との整合性を図りなが

ら、本町の子育てに関する施策を体系化しました。 

 

 

３ 計画の期間 

 この計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間です。 

 

平成 
22 年度 

平成 
23 年度

平成 
24 年度 

平成 
25 年度

平成 
26 年度

平成 
27 年度

平成 
28 年度

平成 
29 年度

平成 
30 年度 

平成 
31 年度 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

     

 

 

今回の計画期間 

小鹿野町次世代育成支援行動計

画後期計画（Ｈ22～26年度） 

小鹿野町子ども・子育て支

援事業計画（Ｈ27～31年度） 
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４ 教育・保育提供区域の設定 

 子ども・子育て支援法第61条では、市町村が地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条

件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して教育・保

育提供区域を設定し、区域ごとに教育・保育サービスの見込量及び確保策を定めることとされ

ています。 

 本町では、町全体を一つの教育・保育提供区域とします。 

 

５ 計画の策定体制 

（１）ニーズ調査の実施 

  本計画を策定するにあたり、子育て家庭の状況・意向を把握することを目的に、アンケート

調査を実施しました。 

 

◇ 次世代育成支援に関するアンケート調査  概要 

調査の種類 調査対象者 配布件数 回収数 回収率 

①就学前児童調査 就学前児童世帯 588人 465人 79.1％ 

②小学生調査 小学生世帯 634人 596人 94.0％ 

調査実施方法：保育所（園）、幼稚園、小学校を通じた調査票の配布・回収のほか、郵送による配
布・回収により調査を実施しました。 

 

（２）策定体制 

  学識経験者、町内の各団体や関係機関の代表者等で構成する「小鹿野町児童福祉審議会」を

設置して、計画内容について検討しました。また、庁内においても「庁内検討会議」を設置し、

関係職員による総合的な討議を行いました。 

 さらに、サービス利用者の意見を計画に反映するため、子育てサークルや幼稚園・保育園、

学童クラブの保護者等に対するヒアリング調査を実施しました。 

  また、「パブリックコメント」を実施し、住民の多くの意見を取り入れながら計画策定を進

めました。 

 

【ヒアリング団体一覧】 

子育てサークル「ぴょんぴょん」、子育てサークル「ダブルピース」、公立幼稚園、ひまわり保

育園保護者、西秩父商工会、小鹿野学童クラブ、ひまわり保育園、公立保育所保護者、小鹿野

学童クラブ保護者、両神学童保育室、幼稚園保護者 
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第２章  子育て環境の現況と課題 
 

第１節  地域の全体像 
 

１ 地勢  

  本町は、埼玉県西北部に位置し、平成17年10月１日の合併により面積が171.45㎢と、県内

の町村としては最も広い面積を有しています。 

  また、本町は、秩父多摩甲斐国立公園において、秀でた山容を形成する日本百名山の両神山、

日本一といわれるセツブンソウの自生地、日本の滝百選に入選した丸神の滝、平成の名水百選

の毘沙門水など、現代人の心を和ませてくれる美しい自然と里山の景観や魅力を備えています。 

  この地域を地質学上で概観すると、三山地区から西側は中・古生層からなる秩父帯と山中地

溝帯が分布し、その東側には「ようばけ」に見られるとおり、秩父盆地を構成する第三紀層に

なっています。ここからは、世界的にも珍しいカバの仲間で大型ほ乳類の「パレオパラドキシ

ア」や、魚類における「チチブサワラ」などの化石が発見されています。 

  気候条件は、夏は30度以上の気温になる反面、冬は零下10度前後まで下がり、年間を通じて

寒暖の差が著しい地域です。 

 

２ 沿革 

  地名のおこりは、約千年前の平安時代に編集された「倭名類聚抄
わみょうるいじゅしょう

」に「巨香郷
こかのごう

」の記述が

あり、古代における地域の成立をかいま見ることができます。この時代から中世にかけては、

秩父武士団の台頭がめざましく、この地に根を張った有力な土豪の活躍が知られています。室

町時代には、秩父札所34観音霊場が成立し、特に小鹿野町に位置する札所31番観音院、札所32

番法性寺は、霊場として最も優れた自然景観を有しているといわれています。 

  江戸時代には、秩父市の大宮郷に次ぐ規模の「市
いち

」が形成され、江戸との交流が盛んに行わ

れたことにより、独自の文化が育まれてきました。今も、小鹿野の春祭りに引き回される屋台

や笠鉾をはじめ、農村歌舞伎などが盛んに開催されており、現代に引き継がれています。 

  町の中央には、東西にのびる国道299号が位置し、かつてこの道は江戸と信州を結ぶ重要な

街道としての役割を担っていました。小鹿野町は、こうした山岳地帯における盆地という特殊

な地形から、小規模な宿場町としての歴史や人の交流があり、産業・経済、文化、交通の要所

として、西秩父地域における中心的な市街地を形成しています。 
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３ 人口と世帯数 

  平成22年国勢調査の人口の総人口は13,305人で、世帯数は4,893世帯になっています。総人

口は減少傾向にありますが、世帯数は増加傾向となっており、そのため平均世帯人員は減少し

ています。 

 

◇ 国勢調査人口の推移 

                                                  単位：人、世帯 

区  分 総人口 世帯数 平均世帯人員

平成２年 15,919 4,345 3.66  

平成７年 15,628 4,466 3.50  

平成12年 15,061 4,541 3.32  

平成17年 14,479 4,582 3.16  

平成22年 13,305 4,893 2.72 

     資料》国勢調査（旧小鹿野町・両神村の合算の数字です） 

 

 

４ 就業構造 

  平成22年における全就業人口は、6,344人です。第一次産業就業人口が 470人、第二次産業

就業人口が2,461人、第三次産業就業人口が3,413人になっています。第一次産業の割合が減少

し、第三次産業が増加しており、割合も半数を超えています。 

 

◇ 産業別15歳以上就業人口の推移 

                                                                                      単位：人、％ 

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 
区分 

就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 

総  数 7,837 100.0 7,440 100.0 7,173 100.0 6,344 100.0 

第１次産業 826 10.5 604 8.1 639 8.9 470 7.4 

第２次産業 3,730 47.6 3,447 46.3 2,869 41.4 2,461 38.8 

第３次産業 3,281 41.9 3,389 45.6 3,565 49.7 3,413 53.8 

     注：第３次産業就業人口には、分類不能の数値が含まれます。 
     資料》国勢調査（旧小鹿野町・両神村の合算の数字です） 
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第２節  児童数の推移と推計 
 

１ 児童数の推移 

  近年の人口の推移をみると、総人口は減少しています。０～14歳人口及び15～64歳人口は

年々減少しているのに対し、65歳以上人口は増加しており、少子高齢化の傾向がみられます。 

  出生数は年々減少し、平成24年以降は60人台となっています。合計特殊出生率は、平成24

年を除き全国平均や県平均よりも高い値で推移しています。 

 

◇ 近年の人口の推移 

                                                                          単位：人、％ 

年齢３区分別人口 

０～14歳 15～64歳 65歳以上 区  分 総人口 

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 

平成22年 14,030 1,701 12.1 8,319 59.3 4,010 28.6 

平成23年 13,813 1,648 11.9 8,217 59.5 3,948 28.6 

平成24年 13,572 1,623 12.0 8,039 59.2 3,910 28.8 

平成25年 13,305 1,562 11.7 7,779 58.5 3,964 29.8 

平成26年 13,037 1,489 11.4 7,533 57.8 4,015 30.8 

     資料》町丁字別人口、外国人含む：各年４月１日現在 

 

 

◇ 出生数と合計特殊出生率
※
の推移 

合計特殊出生率 
区  分 

出生数 

（人） 小鹿野町 埼玉県 全国 

平成22年 88 1.52 1.22  1.26  

平成23年 85 1.34 1.24  1.32  

平成24年 69 1.14 1.26  1.34  

平成25年 67 1.58 1.28  1.37  

     資料》人口動態統計 

     ※合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、 
女性が一生涯にもつであろう平均的な子どもの数。 

 



－    － 7

 

 

２ 児童数の推計 

  ０～17歳の人口をみると、平成26年１月１日現在 1,843人となっています。 

  近年の人口や出生数等をもとに将来人口の推計を行ったところ、０～17歳の児童数は、平成

31年には1,545人になると見込まれ、０～17歳の児童数は今後も減少するとみられます。 

 

◇ ０～17歳の児童数の推計（年齢区分別） 

                                                                                         単位：人 

実績値 推計値 
区 分 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 

０～２歳 213  201 205 200 191  181 

３～５歳 290  261 241 215 204  209 

６～８歳 315  315 304 282 255  233 

９～11歳 317  308 306 311 312  299 

12～14歳 354  348 324 316 308  305 

15～17歳 354  367 355 347 341  318 

計 1,843  1,800 1,735 1,671 1,611  1,545 

    資料》住民課：各年１月１日基準日 
        （コーホート要因法で推計。開発人口等は含めていません。） 
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第３節  サービスの提供状況等 
 

１ 母子保健サービス 

  町の母子保健事業は、国の「こんにちは赤ちゃん事業」が始まる以前から、新生児の全戸訪

問を実施し、親子教室やサークル活動を支援するなど、積極的な取組を行ってきました。また、

乳幼児健診は、３か月、６か月、９か月、12か月、１歳６か月、２歳、３歳に実施しており、

充実した体制となっています。とりわけ、視能訓練士による近視・斜視の検査や歯科健診等に

より、多くの成果を上げています。 

  さらに、妊産婦への栄養補給事業など独自の事業も実施しています。今後は、予防接種費用

の助成などを検討するとともに、乳幼児期から始まる生涯を通しての「食育」の推進などに努

め、町の子どもたちが、健やかに育つ環境づくりに努める必要があります。 

 

２ 子育て支援センター 

  町の子育て支援センターは、平成19年度に小鹿野保育所に併設されて開所し、子育て親子の

交流、子育てに関する相談、子育て情報の提供、講習会などを開催しています。開所から７年

が経過し、子育て家庭にも浸透してきました。支援センターを利用する子育てサークルも、平

成26年度には４サークルとなり、様々な活動が行われています。 

 また、平成26年度には職員体制を2.5人から３人に増員しました。 

  しかしながら、支援センターのスペースが狭いため、事業を児童館や「みどりの村」など、

外部施設を利用する場合もあります。 

  今後は、支援センター事業を充実させるため、施設の拡充を図る必要があります。 
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３ 保育所（園） 

  町内には、公立保育所２か所のほか、私立の保育園が１か所設置されています。 

  保育所（園）の入所状況は、平成26年４月現在、３歳未満児が93人、３歳以上児が156人で、

合計249人の児童が利用しています。また、近年は、概ね250人前後で推移しています。 

 

◇ 保育所（園）の入所状況 

単位：人 

入所児童数 

３歳未満児 ３歳以上児 区  分 定員 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
計 

小鹿野保育所 100 5 18 24 23 23 24 117 

両神保育所  50 － 3 7 12 12 10 46(1) 

ひまわり保育園  60   8(3)  10(2) 10(2) 15(2) 15(2) 14(2) 67(11)

管外委託  － 2 3 3 4 4 5 19 

15(3) 34(2) 44(2) 54(2) 49(2) 53(2) 
合  計 210 

93(7) 156(5) 
249(12)

資料》住民課（平成26年４月１日現在）／（ ）内は管外からの受託児童数内数 

 

 

◇ 保育所（園）入所児童数の推移 

                                                           単位：人 

入所児童数 
区  分 

保育所（園）数 
（か所） ３歳未満児 ３歳以上児 計 

平成22年 3  82(4) 155(6) 237(10) 

平成23年 3 105(1) 147(4) 252( 5) 

平成24年 3  95(2) 156(5) 251( 7) 

平成25年 3  96(2) 149(5) 245( 7) 

平成26年 3  93(7) 156(5) 249(12) 

     資料》住民課（各年４月１日現在）／（ ）内は管外からの受託児童数内数 
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４ 幼稚園 

  町内には、公立幼稚園が３園あり、すべての幼稚園で３歳児からの入園を行っています。 

  平成26年５月現在、３つの幼稚園に124人の児童が通園しています。また近年の園児数の推

移をみると、減少傾向となっています。 

 

◇ 幼稚園の入園状況 

                                                                                    単位：人 

入園児童数 
区  分 クラス数 

３歳 ４歳 ５歳 計 

小鹿野幼稚園  7 24 22 40 86 

三田川幼稚園  3 6 3 7 16 

両神幼稚園  3 5 9 8 22 

合計 13 35 34 55 124 

     資料》学校教育課（平成26年５月１日現在） 

 

 

◇ 幼稚園入園児童数の推移 

                                                                           単位：人 

入園児童数 
区  分 

幼稚園数 

（園） ３歳 ４歳 ５歳 計 

平成22年 3 48 66 50 164 

平成23年 3 56 48 62 166 

平成24年 3 54 55 49 158 

平成25年 3 34 54 54 142 

平成26年 3 35 34 55 124 

     資料》学校教育課（各年５月１日現在） 
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５ 放課後児童クラブ 

  放課後児童クラブは、平成21年度に小鹿野学童クラブ「遊」が新設され、現在３施設で実施

しています。 

  小鹿野学童クラブでは１～２年生が、小鹿野学童クラブ「遊」では３～６年生が入所してい

ます。 

  両神学童クラブでは、１～６年生までが一緒に過ごしています。 

  在籍児童数は、平成26年４月現在、３施設合わせて136人となっており、児童数は、近年増

加傾向にあります。 

 

◇ 放課後児童クラブ在籍児童数 

単位：人 

在籍児童数 

１～３年生 ４～６年生 計 定員 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 
計 

小鹿野   40 28(1) 18 0 0 0 0 46(1) 

小鹿野（遊）   40  0 15 19 11 14 3(1) 62(1) 

両神   25 6 4 5 6 4 3 28 

34(1) 37 24 17 18 6(1) 
合計  105 

95(1) 41(1) 
136(2) 

  資料》住民課（平成26年４月１日現在）／（ ）は障がい児童数内数 

 

 

◇ 放課後児童クラブ在籍児童数の推移 

                                                                単位：人 

在籍児童数 
区  分 

クラブ数 

（か所） １～３年生 ４～６年生 計 

平成22年 3 78 27 (1) 105 (1) 

平成23年 3 93 (2) 33 126 (2) 

平成24年 3 90 37 127 

平成25年 3 84 39 (1) 123 (1) 

平成26年 3 95 (1) 41 (1) 136 (2) 

     資料》住民課（各年４月１日現在）／（ ）は障がい児童数内数 
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６ 学校教育 

  児童数・生徒数をみると、平成26年５月現在、小学校児童数は626人、中学校生徒数は337

人となっています。 

  近年の推移をみると、児童数・生徒数ともに減少傾向にあります。 

 

◇ 小学校児童数 

                                                                                  単位：人 

児童数 

１～３年生 ４～６年生 区  分 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 
計 

小鹿野小学校 66(2) 65 61(2) 65 64(2) 69(2) 390(8)

長若小学校 10 6 13 14(2) 12 10 65(2)

三田川小学校 13 13 19(1) 9 15 12 81(1)

両神小学校 16 15(2) 13 17(1) 15 14(1) 90(4)

105(2) 99(2) 106(3) 105(3) 106(2) 105(3) 
合計 

310(7) 316(8) 
626(15)

     資料》学校教育課（平成26年５月１日現在）／（ ）内は特別支援学級児童数内数 

 

◇ 中学校生徒数 

                                                                       単位：人 

区  分 １年生 ２年生 ３年生 計 

小鹿野中学校 66 57(1) 74(1) 197(2) 

長若中学校 9 14 12 35 

三田川中学校 12(1) 11(1) 9 32(2) 

両神中学校 23 24(2) 26 73(2) 

合    計 110(1) 106(4) 121(1) 337(6) 

     資料》学校教育課（平成26年５月１日現在）／（ ）内は特別支援学級生徒数内数 

 

◇ 小・中学校の児童・生徒数の推移 

                                      単位：人 

区  分 小学校 中学校 

平成22年 683 371 

平成23年 663 371 

平成24年 645 377 

平成25年 634 356 

平成26年 626 337 

     資料》学校教育課（各年５月１日現在） 
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第４節  子育て支援に関するニーズ調査の結果 
 

１ 就学前調査の結果 

（1）母親の就労状況 

 「就労している」が53.3％となっています。 

（回答者総数：465人、単位：％）

53.3

8.2

31.2

4.3

3.0

0 10 20 30 40 50 60

就労している

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、
現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

（2）父親の就労状況 

 「就労している」が90.1％となっています。 

（回答者総数：465人、単位：％）

90.1

0.0

0.4

0.0

9.5

0 20 40 60 80 100

就労している

育休・介護休業中である

以前は就労していたが、
現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

（3）幼稚園・保育所等の平日の定期的な利

用状況 

 「認可保育所」が55.3％で最も多く、次いで

「幼稚園」が40.4％で続いています。 

（回答者総数：349人、単位：％）

55.3

40.4

2.0

0.9

0.6

0.3

0.3

0.0

0.3

1.7

0 10 20 30 40 50 60

認可保育所

幼稚園

認定こども園

幼稚園の預かり保育

事業所内保育施設

家庭保育室・ナーサリールーム

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

 

（4）今後の幼稚園・保育所等の平日の定期

的な利用意向 

 「認可保育所」が46.7％で最も多く、次いで

「幼稚園（通常の就園時間）」が44.9％で続いて

います。 

 （回答者総数：465人、単位：％）

46.7

44.9

25.4

17.6

9.9

7.5

4.3

3.2

2.4

1.7

0.0

0.4

5.8

0 10 20 30 40 50

認可保育所

幼稚園（通常の就園時間）
幼稚園の預かり保育(定期的利

用)
認定こども園

ファミリー・サポート・センター

事業所内保育施設

小規模な保育施設

家庭保育室・ナーサリールーム

家庭的保育

居宅訪問型保育

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

 

（5）育児に関する相談相手 

 「祖父母等の親族」が84.8％で最も多く、次

いで「友人や知人」が72.6％で続いています。 

 （回答者総数：441人、単位：％）

84.8

72.6

7.9

2.7

2.5

1.1

0.9

0.7

0.5

0.0

0.2

0.0

0 20 40 60 80 100

祖父母等の親族

友人や知人

保育所

地域子育て支援センター・NPO

幼稚園

かかりつけの医師

保健福祉センター、役場の窓口

民生委員・児童委員

近所の人

児童相談所

その他

無回答
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（6）子育て支援施策の認知度・利用経験 

 認知度は「パパ・ママ応援ショップ優待カー

ド」が91.2％で最も多く、次いで「児童館」が

89.7％、「子育て支援センター」が86.9％で続い

ています。 

 
（回答者総数：465人、単位：％）

91.2

89.7

86.9

86.2

82.8

61.9

60.6

57.0

53.1

49.2

48.6

43.0

21.7

21.5

20.2

78.1

60.6

60.6

57.4

32.0

18.3

6.5

13.8

9.7

22.4

3.2

4.5

0.9

1.9

0.4

0 20 40 60 80 100

パパ・ママ応援ショップ優待カード

児童館

子育て支援センター

すくすく教室

パパママ教室

小児救急電話相談事業（♯8000）

電話相談

ちびっこサロン

一時保育

町の子育て支援パンフレット

子どものこころの健康相談

認定こども園

ファミリー・サポート・センター

児童家庭支援センター

病児・病後児保育

認知度

利用経験

 

 

 

 

（8）育児休業の取得状況 

（回答者総数：465人）

働いてい
なかった
34.2%

無回答
28.0%

育児休業を
取得中に
離職した

4.3%

現在も育
児休業中

2.4%

取得しな
かった
17.0%

育児休業
を取得後、

職場に
復帰した
14.2%

 

 

（7）子育て支援施策の利用経験・利用意向 

 利用経験は「パパ・ママ応援ショップ優待カー

ド」が78.1％で最も多く、次いで「児童館」及

び「子育て支援センター」が共に60.6％で続い

ています。 

（回答者総数：465人、単位：％）

78.1

60.6

60.6

57.4

32.0

22.4

18.3

13.8

9.7

6.5

4.5

3.2

1.9

0.9

0.4

80.0

51.4

49.2

36.1

18.7

40.0

60.2

18.3

41.9

26.9

23.0

28.0

22.6

23.9

39.4

0 20 40 60 80 100

パパ・ママ応援ショップ優待カード

児童館

子育て支援センター

すくすく教室

パパママ教室

町の子育て支援パンフレット

小児救急電話相談事業（♯8000）

ちびっこサロン

一時保育

電話相談

認定こども園

子どものこころの健康相談

児童家庭支援センター

ファミリー・サポート・センター

病児・病後児保育

利用経験

利用意向

 

 

 

 

（9）育児休業からの復帰の状況 

（回答者総数：66人）

希望通り
復帰できた

56.1%希望より
も早く復
帰した
13.6%

希望より
も遅く復
帰した
13.6%

無回答
16.7%
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２ 小学生調査の結果 

（1）母親の就労状況 

 「就労している」が70.5％となっています。 

（回答者総数：465人、単位：％）

70.5

1.2

19.6

3.4

5.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

就労している

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、
現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

（2）父親の就労状況 

 「就労している」が86.6％となっています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

86.6

0.0

1.2

0.0

12.2

0 20 40 60 80 100

就労している

育休・介護休業中である

以前は就労していたが
現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

 

（3）現在の放課後の過ごし方 

 「自宅」が77.2％で最も多く、次いで「習い

事」が37.4％で続いています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

77.2

37.4

18.3

16.9

0.5

0.3

7.4

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自宅

習い事

祖父母宅や友人・知人宅

学童保育

ファミリー・サポート・センター

児童館

その他

無回答

 

（4）希望の放課後の過ごし方 

 「自宅」が71.1％で最も多く、次いで「習い

事」が35.2％で続いています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

71.1

35.2

18.3

16.4

14.8

1.0

0.2

7.9

5.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

自宅

習い事

祖父母宅や友人・知人宅

放課後子ども教室

学童保育

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

 

 

（5）育児に関する相談相手 

（回答者総数：596人、単位：％）

71.0

61.9

59.9

36.6

15.3

14.8

4.2

2.3

1.3

1.0

0.7

0.3

0.3

2.0

1.3

5.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

配偶者

父母

友人・知人・近所の人

子育て中の仲間

親戚

保育所（園）・幼稚園・学校

医師
保健福祉センター・
役場の相談窓口

子育て支援センター

民生・児童委員
民間の相談サービス

・インターネット
児童相談所

誰にも相談しない

相談相手がいない

その他

無回答
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（6）子育て支援事業の利用経験及び利用意向 

 利用経験は「パパ・ママ応援ショップ優待カー

ド」が75.5％で最も多く、次いで「児童館」が

56.4％で続いています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

75.5

56.4

35.4

30.9

11.9

10.9

7.2

5.0

2.5

1.5

1.0

76.0

26.5

24.0

31.0

23.5

34.2

48.7

30.2

28.2

18.5

19.5

0 20 40 60 80

パパ・ママ応援ショップ優待カード

児童館

子育て支援センター

学童保育室

発達に関する相談

放課後子ども教室

小児救急電話相談事業

教育相談

子育てアドバイザー

ファミリー・サポート・センター

児童家庭支援センター

利用した
ことがある

今後利用
したい

 

 

（7）仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の状況 

 母親は36.9％、父親は28.8％が「満足してい

る」または「どちらかといえば満足している」

と回答しています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

8.4

7.2

28.5

21.6

30.4

28.9

15.8

13.6

11.7

22.3

6.4

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

父親

満足し
ている

どちらか
といえば
満足

どちら
ともい
えない

どちらか
といえば
不満

大いに
不満で
ある

無回答

 

 

（8）親子の結びつきは弱まったと思うか 

 「あまりそう思わない」・「そう思わない」が

合わせて53.6％となっています。 

（回答者総数：596人）

そう思う
8.4%

どちらか
というと
そう思う
13.8%

無回答
6.9%

そう思
わない
11.2% あまりそう

思わない
42.4%

わから
ない
17.3%

 

 

（9）子育てすることは楽しいと感じるか 

 「楽しい」・「どちらかと言えば楽しい」が合

わせて72.1％となっています。

（回答者総数：596人）

無回答
5.7%

楽しい
37.9%

どちらか
というと
楽しい
34.2%

どちらか
というと

楽しくない
2.2%

どちらとも
いえない
19.5%

楽しく
ない
0.5%

 

 

（10）本町は子育てしやすいところだと思うか 

 「そう思う」・「どちらかといえばそう思う」

が合わせて51.2％となっています。 

（回答者総数：596人）

そう思う
18.6%

無回答
5.2%

わから
ない
20.1%

そう思
わない
5.5%

あまりそう
思わない
18.0%

どちらか
というと
そう思う
32.6%
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（11）地域社会の関わりの状況 

①父親 

 参加している割合は「自治会の活動」が42.1％

で最も多く、次いで「保護者会・ＰＴＡ」が35.1％

で続いています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

42.1

35.1

29.4

19.3

8.2

13.4

17.3

14.8

28.2

28.9

32.7

42.1

21.5

22.7

20.6

23.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治会
の活動

保護者会
・ＰＴA

地域のボラン
ティア活動

地域で活動
するサークル

参加し
ている

参加して
いないが、
今後参加
したい

参加して
おらず、今
後とも参加
したくない

無回答

 

 

 

 

②母親 

 参加している割合は、「保護者会・ＰＴＡ」が

78.7％で最も多く、次いで「自治会の活動」が

36.2％で続いています。 

（回答者総数：596人、単位：％）

78.7

36.2

22.8

16.4

13.4

25.5

21.1

29.9

30.0

38.9

11.4

20.5

21.6

23.5

4.2 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保護者会
・ＰＴA

自治会
の活動

地域のボラン
ティア活動

地域で活動
するサークル

参加し
ている

参加して
いないが、
今後参加
したい

参加して
おらず、今
後とも参加
したくない

無回答
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第５節  次世代育成支援行動計画の成果と課題 
 

 平成22年３月に策定した「小鹿野町次世代育成支援行動計画 後期計画」に示された個々の

施策において、“どれだけの成果が得られたか”に着目して評価を行いました。 

 その結果、地域の子育て支援機能に関しては、民生・児童委員が中学生以下の児童がいる世

帯への全戸訪問を実施するなど高い成果を得ています。また、子育て家庭への経済的支援とし

ては不妊に悩む方に対して町単独事業として実施しているマイベビー支援事業の拡充を図り

ました。そのほか、母子保健では食育の推進体制の強化を図るとともに、子育て支援センター

と保健福祉センターの連携を強化し、乳幼児健康診査や相談体制の充実が図られたことが主な

成果となっています。 

 今後は、地域における子育て支援の核となる子育て支援センターの施設や事業内容の拡充を

図ると共に、子育ての経済負担を軽減するための施策一層の充実を図ることが求められていま

す。 

 また、本町では産婦人科や小児科医療が不足していることが少子化の大きな要因となってい

ることから、地域医療体制の強化に取組む必要があります。 

 保育サービスにおいては今後、休日の保育体制の強化を図ると共に、ファミリー・サポート・

センター事業など多様なニーズに対応できる保育体制を整備する必要があります。 

 

【主な成果】 

１）地域子育て支援体制の強化（民生・児童委員の活動が充実した） 

２）子育て家庭への経済的支援の充実（マイベビー支援事業の拡充を図った） 

３）母子保健の推進（食育推進体制の強化、子育て支援センターとの連携強化） 

 

【今後の重点課題】 

１）地域子育て支援体制の強化（子育て支援センター移転・拡充） 

２）子育て家庭への経済的支援の充実（出産褒賞金事業の拡充検討） 

３）地域医療体制の強化 

４）多様なニーズに応じた保育サービスの充実（土曜日保育、両神学童保育室の移転・拡充等） 

５）良好な教育環境の創出（小・中学校の統合等） 

 

※次ページ以降の事業の成果等で用いている指標の凡例は、次のとおりです。 

【事業の成果】 

Ａ：期待以上の成果をあげた 

Ｂ：期待どおりの成果をあげた 

Ｃ：期待どおりの成果をあげていない 

Ｄ：実施していない 

【今後の方針】 

Ａ（拡 充）：対象の拡大や手段の充実により事業を拡大すること 

Ｂ（継 続）：現在の事業の枠組みを維持して継続すること 

Ｃ（見直し）：事業の縮小や統合、または他の施策や新たな施策で対応すること 

Ｄ（廃 止）：社会情勢の変化等により事業を廃止すること 
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１ 子育てが楽しくなるまちづくり 

 

施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

1-1 子育て支援センターの移転・拡充 B A 

1-2 一時保育事業等の実施 C A 

1-3 相談機能の強化 B B 
1 子育て支援センターの充実 

1-4 情報提供の充実 B B 

2 ファミリー・サポート・センター
の設置 

2-1 広域的な設置 B B 

3 保育所（園）・幼稚園の子育て支
援機能強化 

3-1 相談支援・情報提供 B B 

4 民生委員・児童委員の活動強化 4-1 相談支援・情報提供・情報収集 A B 

5 子育てサークル活動等 5-1 仲間づくりの支援 C B 

6 育児支援家庭訪問事業 6-1 訪問活動 B A 

7 子育てガイドブック 7-1 個性的な情報誌の発行 D D 

１．地域子育
て支援機
能の強化 

8 子育て応援フェスティバル 8-1 住民との協働開催 D B 

9 児童手当 9-1 手当の支給 B B 

10 児童扶養手当 10-1 手当の支給 B B 

11 特別児童扶養手当 11-1 手当の支給 B B 

12 こども医療費支給 12-1 利便性の向上 B B 

13 予防接種費用助成事業 13-1 補助の検討 B B 

14 出産報奨金事業 14-1 報奨金の充実 B A 

15 不妊に悩む方への支援 15-1 マイベビー支援事業 A B 

16 小・中学生への支援 16-1 教材費・給食費補助 B B 

２．子育て家
庭への経
済的支援 

17 妊婦健診費用の助成 17-1 妊婦健診費用の助成 B B 

18-1 みどりの村の活用 C C 
18 拠点となる遊び場の整備 

18-2 小森川親水公園 B B 

19 地域の安全な遊び場づくり 19-1 児童遊園地の整理統合 B B 

20 青少年相談員による健全育成指
導 

20-1 活動促進 B B 

21 保育所（園）・幼稚園の支援 21-1 障がい児保育 C B 

３．子どもの
遊び場の
充実 

22 相談体制の充実 
22-1 星の子教室、はぐくみ相談等の充

実 
B Ａ 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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２ 親子の健康を支える元気なまちづくり 

 

施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

23 すくすく教室事業 23-1 すくすく教室事業 B B 

24 情報提供の推進 24-1 小鹿野町栄養士会活動支援 A B 

25 地域食生活の総合学習 25-1 学校給食での地元食材活用 B B 

１．食育の充
実 

26 栄養相談事業 26-1 管理栄養士による個別相談 B B 

27-1 母子手帳 A B 

27-2 パパママ教室 C C 

27-3 妊婦健診 B B 

27-4 妊産婦栄養強化事業 B B 

27 妊産婦、新生児への支援 

27-5 新生児訪問事業 B B 

28 健診体制の充実 28-1 乳幼児健康診査 A B 

29 歯科保健事業の充実 29-1 歯科健診事業 C B 

30 予防接種 30-1 予防接種事業 B B 

31-1 すくすく教室 A B 
31 相談体制の充実 

31-2 ふれあい教室 B B 

２．一人ひと
りを大切
にする視
点を持っ
た健康事
業の充実 

32 親子への支援 32-1 ちびっこサロン（小集団親子教室） B B 

33-1 秩父地域平日夜間小児救急（当番
医）受付事業 

C A ３．地域医療
体制の充
実 

33 地域医療体制の充実 

33-2 安心して出産できる環境づくり C A 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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３ 心の温もりを育み継承するまちづくり 

 

施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

34-1 歌舞伎のまちづくり事業 B B 
34 郷土学習の充実 

34-2 総合的な学習の時間での対応 B B 
１．子どもの

地域文化
伝承活動 

35 地域全体の新しい祭り行事 
35-1 両神ふるさとまつり、長若自然休

養村まつり 
B B 

36-1 ハイキングコース等の活用 C B 

36-2 都市部の子どもたちとの交流事業 B C 
36 たくましい子どもづくり（自然

体験事業） 

36-3 尾ノ内ふれあい館活用事業 B B 

37 地域交流促進事業 37-1 「おがのカップ」の開催 B Ｃ 

38-1 スポーツ少年団活動支援 B B 

38-2 チャレンジデー活動 A B 
38 スポーツ・レクリエーション活

動 

38-3 子ども向けスポーツ教室の開催 B B 

39 小中高生スポーツ・文化奨励事
業（県大会以上出場チーム・個人
への褒賞） 

39-1 広域大会等出場支援 D C 

40 公民館活動 40-1 公民館子ども向け事業 C B 

２．地域活
動・体験活
動の充実 

41 放課後子ども教室 41-1 放課後子ども教室の充実 B B 

42-1 学習パンフレットの配布 B B 
42 家庭教育への支援 

42-2 親の学習プログラムの活用 B B 

43 父親の子育て参加に対する支援 43-1 父親の子育て参加促進 C B 
３．家庭教育 

44 男女共同参画意識の促進 44-1 男女共同参画計画の策定・推進 C B 

45 特色ある幼稚園教育 45-1 交流事業の推進 B B ４．就学前教
育 46 教育環境の充実 46-1 公立幼稚園の統合 B B 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

47-1 学校評議員制度 B B 47 家庭や地域に開かれた学校づく
り 47-2 学校応援団づくり B B 

48-1 総合的な学習の時間 B B 

48-2 国際化に対応した教育 B B 

48-3 情報化に対応した教育 B B 
48 時代に対応した教育 

48-4 豊かな心を育てる教育 B B 

49 人権教育の充実 49-1 研修の実施 B B 

50 特別支援教育 50-1 教育体制の充実 B B 

51 施設の環境整備 51-1 施設の耐震化 B C 

52 学力の向上 52-1 学力向上への取組 B A 

53-1 思春期保健対策の推進 B B 
53 健やかな成長のための教育 

53-2 非行防止教育等 B B 

54-1 フレンドリー相談員の配置 B B 

５．学校教育 

54 不登校等、心の問題を抱える児
童生徒への支援 54-2 スクールカウンセラーの配置 B B 

55 地域連携型一貫校体制の充実 55-1 連携強化 C D ６．小鹿野高
校との連
携 56 子どもとのふれあい機会の充実 56-1 高校生ボランティア活動の普及 B B 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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４ 安心して子育てできるまちづくり 

 

施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

57-1 施設の拡充 B A 
57 子育て支援センター 

57-2 体制・事業の充実 C B 

58 保育所（園） 58-1 施設の拡充 B B 

59 幼稚園 59-1 公立幼稚園の統合 B B 

60 小学校 60-1 長期的な統合検討 B B 

１．子育て関
連施設の
活用・充実 

61 中学校 61-1 ４校の統合 B B 

62 保育需要への対応 62-1 定員の増加 B B 

63 低年齢児保育・産休明け保育 63-1 入所促進 B B 

64 延長保育・開所時間の延長 64-1 延長保育の充実 B B 

65 公立保育所土曜保育の拡充（時
間延長） 

65-1 土曜保育の充実 D A 

66 一時保育 66-1 事業の拡大 C B 

67 保育所（園）への看護師配置促
進事業 

67-1 看護師の配置 B A 

68-1 内容の充実 B A 
68 学童保育 

68-2 サービス内容の調整 B B 

２．保育サー
ビ ス の 充
実 

69 民間保育施設（家庭保育室）に
対する支援 

69-1 支援事業の実施 B B 

70 公共施設における子どもへの配
慮 

70-1 授乳室などの整備 B B 

71 児童館の活用 71-1 施設の活用 B B 

３．子どもに
優しい地
域環境づ
くり 72 校庭等の開放 72-1 施設開放 B B 

73 安全でゆとりある道路・通学路 73-1 危険個所の改善 B A 

74-1 交通安全教室 B B 
74 交通安全教育 

74-2 交通安全運動 B B 

75 防災対策 75-1 防災マニュアルの活用・作成 B B 

76 子どもの健全な育成環境 76-1 青少年健全育成対策 B B 

４．子ども
セーフ
ティネッ
トの確立 

77 子どもを犯罪から守る取組の推
進 

77-1 危機管理マニュアル B B 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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５ 住民や企業が子育てを支えるまちづくり 

 

施策・事業 施策名 事業名 成果 方針

78-1 笠原団地の整備 B B 78 子育てに配慮した住環境の整備
促進 78-2 住宅のリフォーム補助 B B 

79 地域産業の開発・拡大 79-1 農林業・観光の振興 B B 

１．子育てし
やすい地
域づくり 

80 子育て支援における住民参加の
促進 

80-1 子育てボランティアの育成 B B 

81-1 企業への普及 C B 
81 育児休業制度の普及・啓発 

81-2 庁内への普及 B A 

２．企業の子
育て支援
の促進 

82 就業環境の整備 82-1 企業内保育施設の整備促進 B B 

83 子どもの人権を守る体制の構築 83-1 要保護児童対策地域協議会 B B ３．人権を尊
重する地
域社会の
確立 

84 地域住民の意識啓発 84-1 見守り意識 B B 

85-1 中学校社会体験チャレンジ事業 B B 
85 若者の自立就労支援 

85-2 就労支援 D C 

86 出会いの場づくり 86-1 出会いの場 A B 

87-1 拠点づくり D Ｄ 

４．青少年の
自立に向
けた地域
支援 

87 青少年の活動支援 
87-2 青少年イベント支援 D C 

※この表における施策番号は、次世代育成支援行動計画における番号です。 
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第３章  計画が目指すもの 

 

１  基本理念 

本計画の基本理念を 

 

 

 

 

 

 

とします。 

 

  この表現は、小鹿野町総合振興計画の「将来像」のひとつです。 

 

  小鹿野町総合振興計画の「将来像」には次のような記載があります。 

 

  

 

 

 

 

 

  子育てに関する不安や悩みがなく、子どもとともに将来に夢を持てるまちづくりを進めるた

め、子育ては家族の努力のみでは限界があることを強く認識し、地域全体で子育てを支えてい

くこととします。 

 

 

町内でも、幼稚園の幼児たちや、小学校や中学校で学ぶ児童生徒数の減少が続き、

地域の活力が低下することによる将来が心配されています。母親が安心して出産や

育児に従事し、未来の子どもたちを健やかに育てていくためには、家族の努力のみ

では限界があります。（小鹿野町総合振興計画書15ページ） 

子どもを生み育てることに夢をもてるまち 
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２  基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  子育てには不安や悩みはつきものです。しかし、多くの悩みや不安は誰かに相談す

ることで解消するものです。子育て仲間との会話や、子育て支援センターの事業など

を通じて不安や悩みが解消し、子育ての楽しみを実感できるようなまちづくりを進め

ます。また、町の豊かな自然や、やさしい人たちとともに、子どもたちがのびのびと

遊び、育つ環境づくりを推進します。 

（１）子育てが楽しくなるまちづくり 

 

  町の健康づくり事業の歴史と成果は、県内でも有数の実績があり、高い評価を受け

ています。 

  この歴史と成果を子どもたちやお母さんの健康づくりに生かし、すべての子どもた

ちがすくすくと元気に育つまちづくりを進めます。 

（２）親子の健康を支えるまちづくり 

 

 

  町の子どもたちは、歌舞伎や太鼓のグループ、数々のスポーツ団体に所属し、地域

の大人たちに温かく見守られながら成長しています。地域の歴史や伝統を後世に引き

継ぎながら、しっかりとした教育環境でたくましく成長できるまちづくりを進めます。

（３）地域の温もりや伝統を継承するまちづくり 
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  小鹿野町は幼稚園よりも保育所（園）に通う子どもたちが多いまちです。両親とも

働く親が安心して子どもを預け、精一杯仕事に励むことができるようなまちづくりを

進めます。 

  また、最近では子どもが犠牲になるような犯罪が目につくようになりました。町の

子どもたちがいつまでも、地域の人々と安心して接することができ、人を信頼・信用

して生活できる環境づくりを目指します。 

（４）安心して子育てできるまちづくり 

 

  子どもたちが元気に育つためには、家庭や学校だけではなく地域の人々や企業の理

解と協力が不可欠です。特に、企業には子育て中の従業員に対する温かい配慮や、

ちょっとした気配りが求められます。家庭や学校だけではなく、地域住民、企業も子

どもたちを「町の宝」として認識し、やさしく成長を支えるまちづくりを進めます。 

（５）住民や企業が子育てを支えるまちづくり 
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第４章  計画の内容 
 

第１節 子ども・子育て支援事業の推進 
 

１ 教育・保育の見込量及び確保方策 

（１）１号及び２号認定 

【事業の概要】 

 １号認定は、子どもが満３歳以上で教育を希望する場合に該当し、幼稚園または認定こども

園の利用対象者となります。 

 ２号認定は、子どもが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を

希望される場合に該当し、保育所（園）または認定こども園の利用対象者となります。 

 ただし、２号認定であっても幼稚園を希望する場合は教育ニーズ（幼稚園利用者）として見

込量を算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 現在、町内には、幼稚園が３か所（平成27年４月、１か所に統合予定）、認可保育所（園）

が３か所あり、教育・保育の提供体制は、現行体制で足りうるものと考えられます。 

 今後とも引き続き待機児童を発生させないようにするとともに、保育・教育内容の質の向上

に努め、子育てをしている方が安心して働くことができる環境づくりに努めます。 

 

                             （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

１号認定 人 75 70 60 60 60 

２号認定 人 185 170 160 150 150 

 教育ニーズ 人 40 40 35 30 30 

見
込
量 

 保育ニーズ 人 145 130 125 120 120 

特定教育・保育施設 人 270 270 270 270 270 

 １号認定 人 85 85 85 85 85 

 ２号認定 人 185 185 185 185 185 

確認を受けない幼稚園 人 0 0 0 0 0 

確
保
方
策 

認可外保育施設 人 0 0 0 0 0 

１号認定 人 ２ ２ ２ ２ ２ 

２号認定 人 12 10 10 10 10 
町内居住児童の 
町外施設利用 

計 人 14 12 12 12 12 

１号認定 人 0 0 0 0 0 

２号認定 人 5 5 5 5 5 
町外居住児童の 
町内施設利用 

計 人 5 5 5 5 5 
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（２）３号認定 

【事業の概要】 

 ３号認定は、子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を

希望される場合に該当し、保育所（園）・認定こども園のほか地域型保育、認可外保育施設の

利用対象者となります。 

【町の状況及び確保方策】 

 ０歳児保育は２か所、１・２歳児保育は３か所で実施しています。 

 ０歳児の保育需要は高い傾向にありますが、現行体制で対応できるものと考えられます。 

 また、育児休業明けに円滑に利用できるよう、保護者への情報提供や相談に努めます。 

①０歳児 

                           （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 人 15 15 13 10 10 

確保方策 人 15 15 15 15 15 

 特定教育・保育施設 人 15 15 15 15 15 

 地域型保育 人 0 0 0 0 0 

 認可外保育施設 人 0 0 0 0  0  

町内居住児童の町外施設利用 人 1 1 1 1 1 

町外居住児童の町内施設利用 人 3 3 3 3 3 

 

②１・２歳児 

                           （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 人 70 70 70 65 60 

確保方策 人 65 65 65 65 65 

 特定教育・保育施設 人 65 65 65 65 65 

 地域型保育 人 0 0 0 0  0  

 認可外保育施設 人 0 0 0 0  0  

町内居住児童の町外施設利用 人 6 5 5 5 5 

町外居住児童の町内施設利用 人 5 5 5 5 5 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の見込量及び確保方策 

（1）延長保育事業 

【事業の概要】 

 保育所（園）における保育時間は、公立保育所が午前７時30分～午後６時30分まで、民間保

育園が午前７時～午後６時30分までとなっています。このうち、民間保育園の午後６時～午後

６時30分まで延長保育として、０～５歳のうち保育の必要のある児童を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 ニーズ調査（就学前児童調査）では、午後６時30分以降の希望は0.9％と少ない状況にあり、

当面は現体制を維持していくものとします。 

                             （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 人数（人） 15 15 15 15 15 

人数（人） 15 15 15 15 15 確保 
方策 施設数（か所） 1 1 1 1 1 

 

（２）子育て短期支援事業 

【事業の概要】 

 子育て短期支援事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の

理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、施設において必

要な保護を行う事業です。 

 見込量は、０～５歳のすべての児童を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 ニーズ調査の結果、見込量は発生していません。また、ファミリー・サポート・センター事

業でも対応が可能であるため、同サービスの利用促進に努めます。 

 なお、不測の事態等によりファミリー・サポート・センター事業で対応できない需要が発生

した際には、周辺施設や関係機関との連携を図りながら個別に対応していくものとします。 

  

                        （年間延べ人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 延べ人数（人日） 0 0 0 0 0 

延べ人数（人日） 0 0 0 0 0 
確保策 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 
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（３）地域子育て支援拠点事業 

【事業の概要】 

 地域子育て支援拠点事業は、すべての子育て家庭を地域で支える取組として地域の子育て中

の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図る事業です。本

町では、小鹿野保育所敷地内に「小鹿野町子育て支援センター」を設置しています。 

 見込量は、０～５歳のすべての児童を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 地域子育て支援拠点事業は、日中の居場所づくり、交流・仲間づくりの場、育児不安や孤独・

孤立感の解消など、保育所（園）、幼稚園に通園していない０、１、２歳児及び保護者にとっ

て重要な場所であることから、平成27年度実施予定の公立幼稚園統合により生じる、旧三田川

幼稚園の空き施設に移設し、施設の拡充を図ります。 

                      （月当たり延べ回数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 延べ回数（回） 20 20 20 20 20 

確保策 
（か所） 

地域子育て支援
拠点事業（か所） 

1 1 1 1 1 
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（４）一時預かり事業、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）及び子育て援助活動

支援事業（ファミリー・サポート・センター事業［病児・緊急対応強化事業を除く］） 

【事業の概要】 

 一時預かり事業は、幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）のほか、

子育て短期支援事業（トワイライトステイ）及び子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー

ト・センター事業）があります。 

 このうち子育て短期支援事業（トワイライトステイ）は、家庭において、保護者が病気や仕

事、出産、育児疲れなどで一時的に養育することができなくなったお子さんを、児童養護施設

等でお預かりする事業のうち泊まりを含まない事業です。 

 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）は、児童の預かりの援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業です。 

 

①幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

【事業の概要】 

 幼稚園における在園児が通常の時間を超えて利用する、いわゆる「預かり保育」のニーズで

す。 

 見込量は、幼稚園在園児を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 現在、町内幼稚園３か所で実施しています。平成27年度からは幼稚園統合により町内の幼稚

園は１か所になりますが、町外の認定こども園や幼稚園を利用している児童もおり、供給体制

は充足している状況にあります。今後とも継続して実施していきます。 

                        （年間延べ人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み（人日） 1,315 1,250 1,170 1,170 1,140 

 １号認定 35 30 30 30 30 

 ２号認定 1,280 1,220 1,140 1,140 1,110 

延べ人数（人日） 1,315 1,250 1,170 1,170 1,140 確保
方策 

施設数（か所） １ １ １ １ １ 

※施設数は平成 27 年度からの町内の施設数のみを掲載しました。 
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②幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）以外 

【事業の概要】 

 ０～５歳の児童のうち上記①のニーズを除く、冠婚葬祭などの社会的な理由やリフレッシュ

など私的理由により発生する一時預かりのニーズです。 

 見込量は、０～５歳の児童のうち幼稚園在園児を除く児童を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 現在、町内の３保育所（園）において一時預かりを実施しており、今後とも現行の体制を維

持していきます。 

 ファミリー・サポート・センターについては、広域で「秩父ファミリー・サポート・センター」

が事業を実施しており、平成26年10月1日現在、町内の協力会員は３人、依頼会員は５人となっ

ていますが、平成25年度の利用実績はみられない状況となっています。そのため、今後は協力

会員及び依頼会員の増加を図るなど制度の普及に努めます。 

 トワイライトステイについては、町内及び近隣自治体で実施している施設はありませんが、

近隣自治体と連携し、実施体制の整備に努めます。 

                        （年間延べ人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量 延べ人数（人日） 115 110 105 100 95 

延べ人数（人日） 55 55 55 55 55 一時 
預かり 施設数（か所） 3 3 3 3  3  

ファミリー・サポー
ト・センター（人日） 

60 60 60 60 60 

延べ人数（人日） 0 0 0 0 0 

確
保
方
策 

トワイ
ライト
ステイ 施設数（か所） 0 0 0 0 0 
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（５）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業［病

児・緊急対応強化事業］） 

【事業の概要】 

 見込量は０～5歳児のうち教育・保育を利用する児童を対象に算定しました。 

【町の状況及び確保方策】 

 ファミリー・サポート・センターについては、広域で「秩父ファミリー・サポート・センター」

が事業を実施しており、平成26年10月1日現在、町内の協力会員は３人、依頼会員は５人となっ

ていますが、平成25年度の利用実績はみられない状況となっています。そのため、今後は協力

会員及び依頼会員の増加を図るなど制度の普及に努めます。 

                        （年間延べ人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（人日） 125 120 115 110 105 

延べ人数（人日） 0 0 0 0 0 病後児 
保育事業 施設数（か所） 0 0 0 0 0 

延べ人数（人日） 125 120 115 110 105 

確
保
方
策 

ファミ
リー・サポー
ト・センター

事業 
施設数（か所） 1 1 1 1 1 

 

（６）子育て活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（就学児童のみ） 

【事業の概要】 

 子育て活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）のうち、就学児童による利用

の見込量を算定したものです。 

【町の状況及び確保方策】 

 ファミリー・サポート・センターについては、広域で「秩父ファミリー・サポート・センター」

が事業を実施しており、平成26年10月1日現在、町内の協力会員は３人、依頼会員は５人となっ

ていますが、平成25年度の利用実績はみられない状況となっています。そのため、今後は協力

会員及び依頼会員の増加を図るなど制度の普及に努めます。 

                        （年間延べ人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（人日） 415 400 375 360 335 

確保策（人日） 415 400 375 360 335 
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（７）利用者支援事業 

【事業の概要】 

 利用者支援事業は、身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び

必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

 このうち基本型とは独立した事業として行われている形態のものを、特定型とは行政の一環

として行われる形態のものをいいます。 

【町の状況及び確保方策】 

 利用者支援事業は、町の窓口において特定型事業としての実施を検討します。 

 また、子育て支援センター、保育所においても引き続き情報提供や相談支援を実施していき

ます。 

                           （か所数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（か所） 1 1 1 1 1 

基本型（か所） 0 0 0 0 0 
確保策 

特定型（か所） 1 1 1 1 1 

 

 

（８）乳児家庭全戸訪問事業／養育支援訪問事業／要保護児童の支援 

【事業の概要】 

 乳児家庭全戸訪問事業は、子育ての孤立化を防ぐために、乳児のいる家庭を全戸訪問し、様々

な不安や悩みを聞き、情報提供を行うとともに、必要に応じて適切なサービスの提供に結びつ

ける事業です。 

 養育支援訪問事業は、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支

援が必要となっている家庭に対して、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等が

訪問し、指導助言等を行う事業です。 

【町の状況及び確保方策】 

 本町では、保健福祉センターにて実施しています。 

 今後も引き続き、保健師による訪問相談支援を行い、要保護児童対策協議会と連携し、育児

不安の解消、虐待防止に努めます。 

                           （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（人） 60 60 60 60 50 乳児家庭全
戸訪問事業 確保策（人） 60 60 60 60 50 

見込量（人） 10 10 10 10 10 養育支援 
訪問事業 確保策（人） 10 10 10 10 10 

見込量（人） 20 20 20 20 20 要保護児童 
の支援 確保策（人） 20 20 20 20 20 
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（９）妊婦健診 

【事業の概要】 

 妊婦健診については、妊娠中の健診にかかる費用の一部を町が支払います。 

 母子健康手帳と同時に妊婦健康診査受診票、助成券を発行し、受診票に掲載された検査項目

又は費用の一部（助成券に掲載された金額分）を助成します。 

【町の状況及び確保方策】 

 本町では、保健福祉センターが実施しています。 

 今後も引き続き公費負担による健康診査を実施し、誰もが安心して妊娠・出産・育児ができ

るよう努めます。 

                        （年間延べ回数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（人回） 14 14 14 14 14 

 

（10）放課後児童健全育成事業 

【事業の概要】 

 放課後児童健全育成事業（学童保育）は、主に日中保護者が家庭にいない小学生児童に対し

て、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る事業です。 

【町の状況及び確保方策】 

 本町では、３か所（公立１か所、私立２か所）を設置しています。 

 必要な児童が入所できるように、今後も引き続き３か所で実施していきます。 

                           （実人数） 

区 分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

見込量（人） 135 135 125 120 110 

１～３年生 95 90 80 75 70 
 

４～６年生 40 45 45 45 40 

登録児童数（人） 135 135 125 120 110 確保 
方策 施設数（か所） 3 3 3 3 3 
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３ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

 幼稚園・保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況にかかわらず柔軟に子どもを受け入れ

られる施設として、新たに認定こども園が制度化されました。ニーズ調査結果では、認定こど

も園の利用希望は17.6％で、認可保育所（46.7％）や幼稚園（44.9％）に比べて少ない状況に

ありますが、今後、制度の周知にともない、ニーズが高まっていくことが考えられます。 

 そのため、当面は認定こども園には移行せず、現行体制を維持していきますが、社会情勢の

変化やニーズの動向を踏まえながら、必要に応じて認定こども園の設置について検討していき

ます。 

 

４ 産後の休業及び育児休業後に円滑に保育を利用できる体制の確保 

 本町では、育児休業明けの保育ニーズに対し、柔軟な対応が可能となっています。しかしな

がら、ニーズ調査（就学前調査）の結果において、育児休業を取得した人のうち、希望通りの

時期に復帰できなかったと回答した人は27.2％となっています。その理由としては、会社の人

事異動や業務の節目に合わせることや経済的理由などがあげられていますが、そのほかに、希

望する保育所に入るためなどの理由もみられます。 

 今後とも、乳幼児の保護者が産前・産後休業や育児休業明けに円滑に保育サービスを利用で

きるよう、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援を行います。 

 特に、0歳児の子どもの保護者が保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をため

らったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりすることがないように、育児休業満了時か

らの保育サービスを希望する人が円滑に利用できる環境を整備します。 

 

５ 専門機関等との連携による要保護児童への対応の強化 

 本町では、保健福祉センターにおいて関係機関との連携を図りながら、障がい児に関する相

談・指導や療育事業を行っています。今後も、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな教育がな

される体制の強化を図るとともに、関係機関の連携と情報共有を推進し、一貫した相談指導と

家族等への支援の充実を図ります。 

 児童虐待については、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用

して虐待の予防に努めます。また、虐待の早期発見、早期対応に努め児童相談所の権限や専門

性を要する状況に速やかに対応できるよう、連携を強化します。 
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６ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた

取組の推進 

 ニーズ調査（就学前調査）の結果によると、自分の生活における仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の満足度において“満足”と回答した割合は、母親で36.9％、父親で28.8％

にとどまっています。 

 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するためには労働者、事業主、地域

住民の理解や合意形成が不可欠です。そのため、国・県と連携し、社会全体の運動として展開

されるよう努めます。 

 また、関係機関・団体等と連携し、関係法律や好事例の情報提供を進めます。 
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第２節 総合的な子育て支援施策の展開 
 

１ 子育てが楽しくなるまちづくり 

 

  子育てにまつわる不安や悩みを仲間とともに解消するため、子育て支援センターなどの充実

を図るとともに、これまで以上に経済的負担の軽減を推進します。また、町の豊かな自然や、

やさしい人たちとともに、子どもたちがのびのびと遊べる環境づくりを推進します。さらに、

障がいのある子どもたちが地域の中で生活していくことを支援します。 

 

（１）地域子育て支援機能の強化 

 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

1 子育て支援センターの充

実 

○子育て支援センターの移転・拡充 

  子育て支援センターは小鹿野保育所に併設され

ており、利用者も増加傾向にあります。一方、施

設のスペースが限られていることから、他施設を

利用して事業を行うことがあるとともに、自由に

出入りできるスペースの確保を求める声も多く、

施設の拡充が必要です。そのため、平成27年度実

施予定の幼稚園統合に伴い、旧三田川幼稚園の空

き施設への移設を行います。また、移設に伴い、

事業内容や人員体制の充実・強化を図ります。 

○一時保育事業等の実施 

  保育所（園）で十分に対応できない一時保育事

業などのサービスを子育て支援センターで実施す

ることを検討します。 

○相談機能の強化 

  保健福祉センターと連携を図りながら、訪問事

業の充実に努めます。 

○情報提供の充実 

  広報によるＰＲや、保健師とともに実施してい

る全戸訪問等により、就学前児童調査における子

育て支援センターの認知度は86.9％と高くなって

います。今後は妊婦への周知度向上を目指します。 

住民課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

2 ファミリー・サポート・セ

ンターの利用促進 

○広域的な設置 

現在、秩父市シルバー人材センター内に「秩父

ファミリー・サポート・センター」が開設され、

本町を含む広域的な運営が行われています。本町

では平成26年10月現在、協力会員３人、依頼会員

が５人となっています。一時預かりや送迎、病後

児保育など多様なニーズに対応できる制度である

ため、協力会員・利用会員の増員と利用促進に努

めます。 

住民課 

3 保育所（園）・幼稚園の子

育て支援機能強化 

○相談支援・情報提供 

 保護者の身近な相談相手として、近年、保育所

職員や幼稚園教諭の役割が大きくなってきていま

す。そのため、各施設・教職員間の連携を強化し、

身近な相談窓口として相談支援・情報提供を行い

ます。 

 また、発育の遅れ等の懸念が生じた際には、発

達相談員による巡回相談の実施や、各関係機関と

の連携強化など、支援体制の充実を図ります。 

住民課 

学校教育課 

4 民生委員・児童委員の活動

強化 

○相談支援・情報提供・情報収集 

  地域の子育てに関する細かいニーズや現状を把

握するため、民生委員・児童委員の「中学生以下

の児童がいる世帯の全戸訪問」を継続します。 

 また、子育て支援事業や乳幼児健診時への継続

した支援等により、子育て家庭との繋がりを深め、

地域全体で子育てを支援する基盤の育成・充実を

図ります。 

福祉課 

5 子育てサークル活動等 ○仲間づくりの支援 

  子育てサークルの活動を促進し、育児の孤独感

や不安の解消を図るとともに、サークルが地域の

子育て支援組織として成長していくことを支援し

ます。 

住民課 

6 育児支援家庭訪問事業 ○訪問活動 

  育児ストレスや孤立感に悩む家庭や、虐待のお

それなど児童の養育に困難な状況にある家庭など

に対し、保健師やヘルパーの訪問による育児支援

を実施します。 

住民課 

保健課 

7 子育て情報の提供 ○多様な媒体による情報提供の充実 

  子育て世帯に対し、子育てに関して有益な知識

やサービス、イベント等の情報を提供するため、

「子育て支援センターだより」を発行するととも

に、広報紙を活用した情報提供を行います。 

住民課 

8 子育て応援フェスティバ

ル 

○住民との協働開催 

  子育てサークル、子ども関係団体などが一堂に

集まる楽しいイベントの開催を検討します。 

住民課 

各課 
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（２）子育て家庭への経済的支援 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

9 児童手当 ○手当の支給 

  国の制度に基づき適切に給付します。 

住民課 

10 児童扶養手当 ○手当の支給 

  県の制度に基づき適切に給付します。 

住民課 

11 特別児童扶養手当 ○手当の支給 

  県の制度に基づき適切に給付します。 

住民課 

○こども医療費支給 

  中学生までの支給を継続するとともに、窓口払

いの廃止など利用者の利便性向上を図ります。 

住民課 12 医療費の助成 

〇その他各種医療費の助成 

 現在、未熟児養育医療、育成医療、重度心身障

害者医療、ひとり親医療など、各種医療費の助成

を実施しています。今後も事業を継続し、助成内

容の充実に努めます。 

保健課 
福祉課 

住民課 

13 予防接種費用助成事業 ○補助の検討 

  感染症の予防や重症化を防ぐためには、予防接

種が効果的です。定期予防接種以外の任意のワク

チン接種費用の助成について検討します。 

 また、副反応等に関する正確な情報の提供に努

めます。 

保健課 

14 出産褒賞金事業 ○褒賞金の充実 

 子どもの出産を祝うとともに健全な成長を願

い、出産褒賞金の増額を検討します。 

住民課 

15 不妊に悩む方への支援 ○マイベビー支援事業 

  不妊治療を行っている人に対し、町単独事業と

して医療費補助を実施しており、平成22年度には

上限額を従来の５万円から10万円に増額しまし

た。今後とも、事業の継続を図ります。 

保健課 

16 小・中学生への支援 ○教材費・給食費補助 

 保護者の経済的負担を軽減するため、小鹿野町

在住で、小・中学校に就学している児童・生徒の

うち、第２子以降の子どもの教材費及び給食費の

全額を補助しています。 

  今後とも事業を継続し、子育て家庭への支援に

努めます。 

学校教育課 

17 妊婦健診費用の助成 ○妊婦健診費用の助成 

 現在、妊婦健診14回を実施しており、今後とも

妊婦健診にかかわる費用の助成を行います。また、

助成内容の拡充を図ります。 

保健課 
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（３）子どもの遊び場の充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

18 拠点となる遊び場の活用 

 

○みどりの村、ミューズパーク等の活用 

  「みどりの村」については、子育て世帯の意見

を踏まえながら、位置づけを含めた全体的なあり

方について県等と協議します。 

 また、「ミューズパーク」については、子どもた

ちの利用促進に努めます。 

産業振興課 

おもてなし課 

住民課 

19 地域の安全な遊び場づく

り 

○児童遊園地の管理 

  身近な公園である児童遊園地は、地域の児童数 

の減少による利用減少や遊具等の維持管理に大き

な課題があり、地元の理解を得ながら整理統合を

図りました。今後は、住民の要望等を踏まえ、遊

具の維持管理に努め、安全な遊び場づくりを進め

ます。 

住民課 

20 青少年相談員による健全

育成指導 

○活動促進 

  青少年相談員はボランティアとして活動を行

い、大きな役割を果たしています。今後も、子ど

もたちの身近な「良きお兄さん、お姉さん」とし

ての役割や活動を支援します。 

社会教育課 

 

（４）障がいのある子どもと家庭への支援 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

21 保育所（園）・幼稚園の支

援 

○障がい児保育 

  公立保育所、民間保育園、幼稚園において、職

員の加配等による障がい児保育の充実を図りま

す。また、近年、発達の遅れ等の疑いはあるもの

の、手帳を取得していない児童が増加しており、

面接や相談の充実により保護者の理解促進に努め

ます。 

住民課 

学校教育課 

22 相談体制の充実 ○星の子教室、はぐくみ相談等の充実 

  発達障がいなどの傾向がみられる子どもたちに

対して、母子通園事業として「星の子教室」（児童

発達支援）、相談事業として「はぐくみ相談」（リ

ハビリ相談、言語相談）、「こころの相談」（心理相

談）などにおいて、積極的に支援します。 

○電話相談の周知度向上 

 平成23年度から365日、24時間でフリーダイヤ

ルによる「いつでも電話相談」事業を開始しまし

た。ニーズ調査（乳幼児調査）の結果では電話相

談の周知度は60.6％で、子育て中の保護者からの

相談も増えており、今後とも周知度の向上に努め

ます。 

保健課 

福祉課 
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２ 親子の健康を支えるまちづくり 

 

  町の健康づくり事業の歴史と成果は県内でも有数の実績があり、高い評価を受けています。 

  この歴史と成果を子どもたちやお母さんの健康づくりに生かし、すべての子どもたちがすく

すくと元気に育つまちづくりを進めます。また、産婦人科や小児科などの医療体制の確保・充

実に努める、地域で安心して出産、育児ができる体制の整備を図ります。 

 

（１）食育の充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

23 乳児の食育の推進 ○すくすく教室事業 

  「離乳食は食の出発点」という観点から、対象

者一人ひとりの意識や不安、状況に応じて事業を

推進します。 

 教室へは新たな参加者を得るため、乳幼児健診

を活用したＰＲの充実を図ります。 

 離乳食の訪問では、主に第１子で５か月になる

乳児を対象とし、養育者の考えや能力、不安にき

め細かく相談に乗れるよう充実を図ります。 

保健課 

住民課 

24 幼児の食育の推進 〇ふれあい教室・手作りおやつ教室 

 離乳食が終了してからも幼児食としての考え方

を持ち、おやつは食事の一部であるとした考え方

や、簡単にできる手作りおやつの試食や講習を通

して心身ともに健全な発育を推進します。 

保健課 

25 情報提供の推進 ○小鹿野町栄養士会活動支援 

 平成22年度に保育所（園）、学校、病院、障害者

施設、社会福祉協議会の栄養士により「小鹿野町

栄養士・管理栄養士連絡協議会」を発足しました。 

 今後は、町全体の食育を考えた計画づくりと各

分野での実践を目指します。 

保健課 

26 地域食生活の総合学習 ○学校給食での地元食材活用 

  地産地消を進めるとともに、子どもたちに地元

の味覚を理解してもらうため、地元産の野菜や食

材を学校給食に利用していきます。 

 また、栄養教諭による献立表の紹介や地元産の

野菜の紹介等を進め、地産地消に関する児童の意

識の涵養に努めます。 

学校教育課 

27 栄養相談事業 ○管理栄養士による個別相談 

  乳幼児健診での相談や個別訪問による離乳食や

乳幼児の相談を継続していきます。 

保健課 
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（２）一人ひとりを大切にする視点を持った健康事業の充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

28 妊産婦、新生児への支援 ○母子手帳 

  母子の健康管理を継続的に進めるため、母子手

帳を配布し活用を促進します。また、妊娠期から

の健康づくりを支援するため、母子手帳交付時ア

ンケートを実施します。 

○パパママ教室 

  出生数の減少により、対象者が少なく、教室開

催が困難となってきていることから、近隣市町村

との連携による広域的な対応を検討します。 

○妊婦健診 

  妊婦健診費用の助成（14回）を継続します。 

○妊産婦栄養強化事業 

  妊産婦の栄養意識の向上を図るため、牛乳の配

布を継続しつつ、利用者の意向を踏まえながら、

より効果的な栄養摂取が可能となる内容について

検討します。  

○新生児訪問事業 

  すべての新生児を個別訪問し、養育困難家庭の

把握や育児不安の軽減・子育て指導などを行いま

す。 

保健課 

29 健診体制の充実 

 

○乳幼児健康診査 

  乳幼児健診の受診率は３か月児95.5％、3歳児

94.3％（平成24年度）と高いものがあります。ま

た、19年度から子育て支援センターと連携し効果

的な事業を行っています。 

 ブックスタート事業を開始し、行政機関や絵本

の読み聞かせグループなど多様な子育て支援団体

との連携について検討し、子育て支援の強化を図

ります。 

保健課 

30 歯科保健事業の充実 ○歯科健診事業 

  事業の成果により３歳児一人あたりの虫歯の数

は県平均を下回る年もありますが、平均すると埼

玉県や全国の平均より多い状況にあります。 

 今後とも世代を通じた働きかけや健康まつりを

活用した啓発活動を行う等により、食生活改善を

含めた歯科保健事業の充実を図ります。 

保健課 

31 生活習慣病予防への取組 〇小児生活習慣病予防健診 

 子どもの頃から生活習慣病予防への取組を実施

し、生涯を通じた健康づくりに努めます。 

保健課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

32 予防接種 ○予防接種事業 

 予防接種の接種機会を安定的に確保するととも

に、社会全体として一定の接種率を確保すること

ができました。 

 今後とも接種機会の安定的な確保に努めるとと

もに、極めてまれではあるが重篤な健康被害が発

生することがあり得るといった事実について住民

に正確に伝え、理解を得るよう努めます。また、

未接種者の定期的な勧奨を行い、接種率の向上を

図ります。 

保健課 

33 相談体制の充実 ○すくすく教室 

  １歳未満の乳児とその保護者を対象として、身

体計測及び相談事業を行います。 

○ふれあい教室 

  １歳以上の幼児とその保護者を対象として、身

体計測及び相談事業を行います。 

〇子どものこころの相談 

 臨床心理士による子どもや親を対象にした個別

相談を行います。 

〇いつでも健康相談 

 24時間電話相談の周知度の向上に努めます。 

保健課 

住民課 

34 親子への支援 ○ちびっこサロン（小集団親子教室） 

  遊びや相談を通じて子どもの発達を促進し、親

の不安の軽減を図っています。また、子育て支援

センターの参加を得て、内容の充実に努めていま

す。 

 今後、出生数の減少や低年齢児保育の増加によ

り、参加者数が減少する可能性があり、効果的な

事業を継続できる内容について検討していきま

す。 

保健課 

住民課 
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３ 地域の温もりや伝統を継承するまちづくり 

 

  子どもたちが、地域の歴史や伝統を後世に引き継ぎながら、しっかりとした教育環境でたく

ましく成長できるまちづくりを進めます。そのため、子どもたちの地域活動の充実を進めると

ともに、幼稚園から高校まで、子どもたちが自分の個性を伸ばす多くの機会に恵まれ、のびの

びと成長できる教育環境づくりに努めます。 

 

（１）子どもの地域文化伝承活動 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

○歌舞伎のまちづくり事業 

  伝統文化の保存継承のため、地域の子ども歌舞伎

を支援するため、奨励費の支給等を行います。 

社会教育課 

○総合的な学習の時間での対応 

 各地域における歌舞伎や獅子舞、神楽等の伝統芸

能を地域の方々に指導者となっていただき、小・中

学校で学習しています。郷土の歴史や伝統を受け継

ぐ意味においても意義深い体験であることから、今

後とも継続して実施していきます。 

学校教育課 

35 郷土学習の充実 

○地域の祭りへの参加促進 

  地域のお祭りなどで、子どもたちの歌舞伎や伝統

芸能などの発表の場を設け、文化や伝統行事の継承

に努めます。特に、より多くの児童が参加できるよ

う、働きかけに努めます。 

おもてなし課 

社会教育課 

産業振興課 

 

（２）地域活動・体験活動の充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

○ハイキングコース等の活用 

  子どもたちが町の自然にふれ、多くのことを学べ

るように、癒しの森ハイキングコースのＰＲの充実

を図るとともに、幼稚園や保育所、学校等による

コースの活用を促進します。 

おもてなし課 

○都市部の子どもたちとの交流事業 

 荒川上下流交流事業など、自然を生かした子ども

たちの交流事業の充実を図ります。 

建設課 

○尾ノ内ふれあい館活用事業 

 豊かな自然の中で、子どもたちが楽しく交流しな

がら、多様な体験活動ができるよう、ふれあい館の

活用を進めます。 

産業振興課 

36 たくましい子どもづく

り（自然体験事業） 

〇化石館での体験事業 

 館内の化石とようばけの説明や、本物の化石から

型を取る化石のレプリカ制作体験などを通じて、化

石やジオパークを学んでもらえるよう努めます。 

おもてなし課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

37 スポーツ・レクリエー

ション活動 

○スポーツ少年団活動支援 

  スポーツ少年団は、野球、柔道、剣道、ミニバス

ケット、サッカー、バレーボールの６団体が活動し

ています。今後ともスポーツを通じた青少年の健全

育成を図るため、補助金を交付します。 

○チャレンジデー活動 

 チャレンジデーは、毎年５月に世界中で実施され

る住民参加型のスポーツイベントです。 

  本町も実施自治体として登録し、平成26年度は第

９回目として全町民の51.6％がスポーツ等に参加

しました。今後とも子どもたちの積極的な参加を促

します。 

○子ども向けスポーツ教室の開催 

  子どもたちがスポーツに触れる機会を増やすた

め、ソフトテニスや卓球などのスポーツ教室を開催

します。 

○ロードレースの開催 

 小鹿野ロードレースは平成26年度に第44回目を

迎え、参加者も1,400人を超えています。親子参加

の部もあり、子どもたちの参加促進に努めます。 

社会教育課 

38 公民館活動 ○公民館子ども向け事業 

  公民館事業として小学生を対象にしたお菓子づ

くり教室や、夏休みに将棋教室、ダンス教室を開催

しています。 

 今後も、他団体との調整を図りながら継続すると

ともに、子ども向け教室等の充実に努めます。 

中央公民館 

両神公民館 

39 図書館活動 ○図書館子ども向け事業 

 現在、第３・４土曜日にボランティアの協力によ

り、紙芝居や絵本の読み聞かせを開催しています。 

 また、月に一度映画会の開催、夏休み等には視聴

覚室解放による工作教室や図書館体験事業などの

実施、ブックスタート事業では、６か月児健診時に

読み聞かせの啓発や絵本を贈呈しています。 

 今後も、子どもたちが本に触れ合う機会を増やす

ため、より多くの絵本や図書を充実させるととも

に、各事業の継続、充実に努めます。 

図書館 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

40 放課後子ども教室 ○放課後子ども教室の充実 

  放課後子ども教室は、現在、全小学校で実施して

おり、地域のコーディネーターを中心に、毎回、工

夫を凝らした内容を考えていただき、工作や読み聞

かせ、手芸、伝統料理などを行っています。 

 小鹿野小学校では夏休みの学習会及び土曜学習

会として実施しています。長若小、三田川小、両神

小は小学校１年生を対象に行い、下校時の安全確保

に寄与しています。 

 今後とも各小学校で実施している放課後子ども

教室の充実のため、指導者の確保や運営組織のさら

なる充実を図ります。 

 また、放課後児童クラブとの連携について検討し

ます。 

学校教育課 

 

（３）家庭教育 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

○学習パンフレットの配布 

  県が作成した家庭教育手帳などの配布を行います。 

社会教育課 41 家庭教育への支援 

○親の学習プログラムの活用 

 埼玉県の家庭教育の支援事業である家庭教育ア

ドバイザーの派遣を有効に活用し、就学児健康診断

時などにおいて「親の学習」講座を開催し、子育て

における指導・助言等を行います。 

  また、親の学習プログラム集を活用し、就学時健

診の待ち時間等における学習の充実を図ります。 

学校教育課 

42 父親の子育て参加に対

する支援 

○父親の子育て参加促進 

  「パパと遊ぼう事業」は、子育て支援センター事

業として毎月１回、土曜日に実施しています。今後

とも父親や家族での参加促進を図ることにより、父

親の育児参加の促進、子どもへの理解促進を図りま

す。また、土曜日に仕事をしている父親もいるため、

日曜日にも開催するなど参加しやすい形態につい

て検討します。 

住民課 

43 男女共同参画意識の促

進 

○男女共同参画計画の推進 

  平成23年度に策定した男女共同参画計画に基づ

き、男女の役割分担意識の見直し啓発やワーク・ラ

イフ・バランスの啓発事業を行います。 

総務課 
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（４）就学前教育 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

44 特色ある幼児教育 ○交流事業の推進 

 現在、町内公立幼稚園、公立保育所、民間保育園

及び小学校における「小鹿野町幼・保・小連絡会」

を年数回実施するとともに、幼稚園・保育所（園）

と小学校の滑らかな就学を図るべく各種交流事業

に取組んでいます。 

 今後とも、子どもたちがより幅広い活動ができる

ように、町内幼稚園、公立保育所、民間保育園、小

学校の交流事業を進めます。 

学校教育課 

住民課 

45 教育環境の充実 ○公立幼稚園の統合 

  少子化や保護者ニーズの変化等による園児の減

少が見られる園もあるため、平成27年度に公立幼

稚園の統合を行います。 

学校教育課 

 

 

（５）学校教育 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

46 家庭や地域に開かれた学

校づくり 

○学校評議員制度 

 学校評議員制度は、学校の教育活動を年間を通

じて学校職員以外の立場から検証し、助言をいた

だく制度です。 

 今後とも各学校の教育活動をＰＤＣＡサイクル

に位置付けて、学校評議員による助言を活かして

いくことにより、地域社会に開かれた学校づくり

を進めます。 

○学校応援団 

 現在、各小・中学校に学校応援団が組織されて

います。コーディネーターを中心に学校の実態に

合わせて学習支援ボランティア、安全見守りボラ

ンティア、環境整備ボランティアなどの協力によ

り、学校教育の充実に努めています。 

 高齢化が進み、人材確保が困難になりつつあり

ますが、保護者の協力を得ながらボランティアの

確保に努め、地域の教育力を学校に活かします。 

学校教育課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

47 時代に対応した教育 ○総合的な学習の時間 

 総合的な学習の時間では、地域の自然環境から

課題を見つけ、環境をテーマにした課題解決学習

や、伝統芸能に関する体験学習等を通じて各自の

テーマに沿った学習を展開しています。 

  今後とも、自然や伝統文化など町の特性にあっ

た教育を推進し、子どもたちの創造性を高め、豊

かな体験活動を実施します。 

○国際化に対応した教育 

 小学校では外国語活動の授業、中学校では英語

科の授業、幼稚園・保育所ではＡＬＴ
※
を派遣し、

生の英語に触れる機会の提供を行っています。 

 今後とも質の高いＡＬＴの確保に努め、国際化

に対応した教育を進めます。 

※ ＡＬＴ：Assistant Language Teacher（外

国語指導助手）のこと。 

○情報化に対応した教育 

 国の補助制度を利用した学校のＩＣＴ
※
化施設

整備やＩＣＴ支援員の活用により、児童生徒の情

報活用能力の育成を図っています。 

 今後ともＩＣＴ施設を有効に活用し、時代に対

応する情報教育を推進します。 

※ ＩＣＴ：Information and Communications 

Technology（情報通信技術）のこと。 

○豊かな心を育てる教育 

 ボランティア・福祉教育の中に体験活動を位置

付け、体験を通して豊かな心づくりと命の大切さ

について学ぶ機会を設けています。 

  今後とも、社会福祉協議会が募集するボラン

ティア活動などを通じて、児童生徒の多様な体験

活動に基づく豊かな心づくりを進めるとともに、

命の大切さを学ぶ機会の充実を図ります。 

学校教育課 

48 人権教育の充実 ○研修の実施 

  教職員人権研修会をはじめ、人権教育に関する

研修を行い、全教育活動を通して児童生徒の人権

教育の育成を図ります。 

学校教育課 

49 特別支援教育 ○教育体制の充実 

 小中学校に特別支援学級を設置するとともに、

生活指導補助員を配置し、一人ひとりに対応した

教育を実施しています。 

 今後とも、個々のニーズに対応した教育が行え

るよう、体制の充実に努めます。 

学校教育課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

50 施設の環境整備 ○施設の耐震化 

 児童生徒が安全安心な教育環境において学習す

るため、小鹿野町学校耐震化計画に基づき、学校

施設の耐震化を計画的に進め、平成26年度に完了

しました。 

 今後は耐震工事完了後20年経過ごとに施設の耐

震診断を行い、施設の老朽化状況を把握していき

ます。 

学校教育課 

51 学力の向上 ○学力向上への取組 

 学校指導要領に基づき、各学校の年間学習計画

により、わかる授業の実践を行っています。 

 今後も、各教科の目標を明確にした授業を実践

し、児童生徒の学習意欲の喚起と学力向上に向け

た教育活動を推進します。 

学校教育課 

52 健やかな成長のための教

育 

 

○思春期保健対策の推進 

 保健師や専門的な知識等を活用する講師による

講話等の実施により非行防止や薬物乱用防止教育

等を行っています。 

 今後も引き続き関係機関との連携を大切にしな

がら適切な教育を推進します。 

○非行防止教育等 

  小鹿野警察署と連携し、薬物乱用防止教室、ネッ

トトラブルに関する講座等を開催し、子どもの健

全育成に向けた教育を推進しており、今後とも内

容の充実に努めます。 

学校教育課 

53 不登校等、心の問題を抱

える児童生徒への支援 

○フレンドリー相談員の配置 

 各中学校に配置されたフレンドリー相談員は、

生徒・保護者のよき理解者として不登校やいじめ

の解消に貢献しています。また、小学校との連携

も図り、中1ギャップ解消にも役立っています。 

  今後ともフレンドリー相談員を各中学校に配置

し、不登校生徒の減少や未然防止に努めます。 

○スクールカウンセラーの配置 

 定期的なスクールカウンセラーの訪問により、

学校の教育相談体制が強化されました。小学校と

の連携も図り、問題の早期発見と早期対応に役

立っています。 

 今後も引き続き、高度で専門的な知識や経験を

有するスクールカウンセラーを配置します。 

学校教育課 
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（６）小鹿野高校との連携 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

54 小鹿野高校と小・中学校

の連携強化 

○連携強化 

 現在、小鹿野高校の音楽教諭による中学校の合

唱指導や英語教諭によるレベルの高い授業が行わ

れています。 

  今後とも小鹿野高校と町内の教職員や生徒の交

流を促進し、相互の教育力の向上に努めます。 

学校教育課 

55 子どもとのふれあい機会

の充実 

○高校生ボランティア活動の普及 

  乳幼児や児童とのふれあいの中から、命の大切

さや子育てについて学べるよう、子育て支援セン

ター、幼稚園、保育所（園）、学童保育などでの高

校生ボランティア活動の普及に努めます。 

学校教育課 

住民課 
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４ 安心して子育てできるまちづくり 

  町の子育て世帯が、地域で安心して子育てができるように、子どもたちに関連する町施設の

再編に取組みます。特に、両親とも働く親が安心して子どもを預け、精一杯仕事に励むことが

できるように保育内容の充実を図ります。 

  また、最近では子どもが犠牲になるような犯罪が目につくようになりました。町の子どもた

ちがいつまでも、地域の人々と安心して接することができ、人を信頼・信用して生活できる環

境づくりを目指します。 

 

（１）子育て関連施設の活用・充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

56 子育て支援センター ○施設の拡充 

  公立幼稚園統合により生じる三田川幼稚園の空

き施設への移転を行い、施設の拡充を図ります。 

 

○体制・事業の充実 

  常時保護者が来所できるように体制強化を図り

ます。また、現在、保育所（園）で行っている一

時保育を子育て支援センターでも実施するなど、

センター事業の充実を図ります。 

住民課 

57 保育所（園） ○施設の拡充 

  平成22年度に小鹿野保育所に併設している子育

て支援センターを分離し、保育所機能の強化を図

りました。 

 今後とも安心して保育が実施できるよう施設の

充実に努めます。 

住民課 

58 幼稚園 ○公立幼稚園の統合（再掲No45） 

  少子化や保護者ニーズの変化等による園児の減

少が見られる園もあるため、平成27年度に公立幼

稚園の統合を行います。 

学校教育課 

59 小学校 ○長期的な統合検討 

  小学校統合については、学区内児童数の減少と

保護者・地域住民の意向を踏まえ、長期的な視点

から検討していきます。 

学校教育課 

60 中学校 ○４校の統合 

  現在の本町の中学校は４校中２校が全学年で

40人を下回る小規模校となっています。 

 生徒の人間関係の固定化や、部活動の制約な

ど課題に配慮するとともに、保護者からの要望

を踏まえながら、平成28年度の統合を推進しま

す。 

学校教育課 
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（２）保育サービスの充実 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

61 保育需要への対応 

 

○定員の確保 

 平成24年に各保育所（園）の定員増加を図り、

その結果、３園を合わせた合計は175人から210人

となりました。 

 入所数は定員を上回っているものの、出生数の

減少により、今後は現体制で定員を下回ることが

予測されます。そのため、需要の動向を注視しつ

つ、引き続き現体制を維持していくものとします。 

住民課 

62 低年齢児保育・産休明け

保育 

○入所促進 

  民間保育園と連携しながら入所の促進を図りま

す。 

住民課 

63 延長保育・開所時間の延

長 

○延長保育の充実 

 公立保育所、民間保育園ともに保護者のニーズ

に対応するため、人員配置や勤務態勢を調整しな

がら延長保育の受け入れを行っています。 

  今後とも民間保育園と連携しながら、ニーズに

対応していきます。 

住民課 

64 公立保育所土曜保育の拡

充（時間延長） 

○土曜保育の充実 

  土曜保育のニーズに対応し、平日保育と同様の

時間まで、公立保育所土曜保育の保育時間の延長

を検討します。 

住民課 

65 一時保育 ○事業の拡大 

 現在、町内各保育所で一時保育の受け入れを

行っていますが、平成25年度は年間延べ20件未満

と件数は少ない状況にあります。 

 今後とも民間保育園と連携を図りながらニーズ

に対応した受け入れを行っていきます。 

 また、子育て支援に重要な施策であることから

専用保育室の整備や職員の拡充、子育て支援セン

ターでの受け入れ等を検討し、いつでも気軽に利

用できる体制づくりを進めます。 

住民課 

66 保育所（園）への看護師

配置促進事業 

○看護師の配置 

 平成26年10月1日現在、両神保育所に看護師を

１人配置しています。 

  今後とも医師や保健師との連携のもと、所（園）

内全体の健康管理や感染予防をはじめ、保育中に

体調不良となった児童への対応や保護者への保健

指導などを行えるよう、保育所（園）への看護師

の配置を行います。 

住民課 
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№ 施策・事業名 内  容 担当課 

67 学童保育 ○内容の充実 

  保護者のニーズに沿って事業内容の充実を図り

ます。 

○サービス内容の調整 

 両神学童保育室においては、幼稚園統合により

生じる両神幼稚園の空き施設に移転し、施設の拡

充を図ります。 

住民課 

68 民間保育施設(家庭保育

室)に対する支援 

○支援事業の実施 

  秩父市内の家庭保育室と結んでいる委託契約を

継続します。 

住民課 

 

 

（３）子どもに優しい地域環境づくり 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

69 公共施設における子ども

への配慮 

○授乳室などの整備 

 平成22年度に県の補助事業である「赤ちゃんの

駅設置事業」を実施し、両神公民館、両神庁舎及

び文化センターへの授乳スペースやおむつ替え

シートを設置し、町内の主な公共施設の整備は完

了しました。 

  今後とも子どもや子育て世帯が利用する機会の

多い施設における子どもへの配慮に努めます。 

各課 

70 児童館の活用 ○施設の活用 

 児童館の施設を、乳幼児健診や予防接種、子育

て教室、ヘルスアップ教室など、各種事業の拠点

として活用します。 

保健課 

住民課 

71 校庭等の開放 ○施設開放 

 子どもの健全育成を図るため、校庭等の公共施

設をスポーツ少年団等の活動の場として提供して

いきます。 

社会教育課 

学校教育課 
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（４）子どもセーフティネットの確立 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

72 安全でゆとりある道路・

通学路 

○危険個所の改善 

 平成24年度策定した通学路整備計画に基づき、

計画的な安全施設の整備改善対策を実行していき

ます。 

建設課 

○交通安全教室 

  小・中学校において、小鹿野警察署等関係機関

の協力の下、交通安全教室や自転車安全教室の開

催、また埼玉県自転車大会への参加等により、交

通安全への意識の高揚、啓発活動を実施していま

す。 

 今後とも、交通事故の未然防止に向けて関係機

関と連携、協力し、児童生徒の事故防止に努めま

す。 

学校教育課 73 交通安全教育 

○交通安全運動 

 新入学児童への啓発品の配布や、地域行事での

交通安全運動など、交通安全の啓発を実施してい

ます。 

 今後も引き続き、警察署等関係機関と連携し、

交通安全運動の充実を図ります。 

住民課 

 

74 防災対策 ○防災マニュアルの活用・作成 

  保育所、幼稚園、小・中学校などにおいて作成

している防災マニュアルを活用し避難訓練などを

実施するなど、防災に配慮した施設運営に努めま

す。 

各課 

75 子どもの健全な育成環境 ○青少年健全育成対策 

  青少年を取り巻く問題の多様化に対応するた

め、青少年育成推進員を中心として、警察・保健

所・ＰＴＡ・学校・地域が連携し、町内パトロー

ルや非行防止キャンペーンによる啓発活動を実施

しています。 

 仕事の都合で推進員が参加できない状況も見ら

れることから、今後は曜日や時間を工夫して活動

しやすい体制づくりに努めます。 

社会教育課 

76 子どもを犯罪から守る取

組の推進 

○危機管理マニュアル 

  保育所、幼稚園、小・中学校などにおいて作成

している危機管理マニュアルを適宜見直し、教職

員等への普及に努めます。 

各課 
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５ 住民や企業が子育てを支えるまちづくり 

  町の少子化に歯止めをかけるために、子育て世代が町に定住できる環境整備を進めます。ま

た、企業には子育て中の従業員に対する温かい配慮や、ちょっとした気配りが求められており、

家庭や学校だけではなく、地域住民、企業も子どもたちを「町の宝」として認識し、やさしく

成長を支えるまちづくりを促進します。さらに、子どもへの虐待を未然に防止することや、青

少年が「親」として立派に成長できる環境づくりに努めます。 

 

（１）子育てしやすい地域づくり 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

○笠原団地の整備 

  平成22年度に笠原団地を18戸建設し、子育て世

帯を中心に全戸入居済みとなり、周辺環境の整備、

地域活性化に貢献しています。 

 今後は建物の長寿命化を目指し維持管理を行っ

ていきます。 

建設課 77 子育てに配慮した住環境

の整備促進 

○住宅のリフォーム補助 

  子育て世帯の定住促進を図るため、住宅リ

フォームの補助を充実するとともに、周知度の向

上を図り、制度の利用を促進します。 

産業振興課 

78 地域産業の開発・拡大 ○農林業・観光の振興 

 農業においては、埼玉県の「明日の農業担い手

育成事業」による新規就農支援を行っています。 

  今後とも農林業や観光の振興に努め、子どもた

ちが地域に誇りと愛着を持ち、若者が町に定住で

きる条件の整備を図ります。 

産業振興課 

おもてなし課 

79 子育て支援における住民

参加の促進 

○子育てボランティアの育成 

 社会福祉協議会を通じ、ボランティアやイン

ターンシップの受け入れ等を実施しています。 

  今後とも地域全体で子育てを支援するため、子

育てに関するボランティアの育成と活用を促進し

ます。 

住民課 

 

（２）企業の子育て支援の促進 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

○企業への普及 

  町内の企業に対して、従業員の育児休業取得へ

の勧奨や理解促進を啓発します。 

産業振興課 80 育児休業制度の普及・ 

啓発 

○庁内への普及 

  小鹿野町役場職員の育児休業取得への勧奨や理

解促進を啓発します。 

 なお、女性職員への育児休業制度の普及は進ん

だと思われることから、今後は、男性職員が育児

に参加しやすい環境づくりに努めます。 

総務課 

 

81 就業環境の整備 ○企業内保育施設の整備促進 

  国、県と連携して利用の促進に努めます。 

住民課 
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（３）人権を尊重する地域社会の確立 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

82 子どもの人権を守る体制

の構築 

○要保護児童対策地域協議会 

  支援が必要な児童・家庭を地域のさまざまな機

関が連携して、それぞれの機能や役割を果たすた

めの中核機関となる要保護児童対策地域協議会の

充実・強化を図ります。 

住民課 

83 地域住民の意識啓発 ○見守り意識 

 現在、主任児童委員を中心に地域での見守りを

実施しています。また、児童虐待防止推進月間に

合わせ、広報への掲載を行うとともに、町内各医

療機関等にポスターを配布し、早期発見に努めて

います。 

  今後も引き続き、地域の「虐待予防」を目的と

し、地域住民の見守りに対する意識啓発を推進し

ます。 

住民課 

 

（４）青少年の自立に向けた地域支援 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

84 職業体験 ○中学校社会体験チャレンジ事業 

 中学校社会体験チャレンジ事業は、中学生の

キャリア教育・職業教育のみならず、町内事業所

の協力を得ることによって学校と地域が連携して

子どもを育てる環境づくりに役立っています。今

後も引き続き、中学生の社会体験の場として、町

内事業所の協力を得ながら事業を実施します。 

学校教育課 

社会教育課 

85 青少年の活動支援 ○青少年イベント支援 

  青少年が自主的に開催するイベントなどへの支

援について検討します。 

社会教育課 
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（５）持続性ある地域づくりの推進 

№ 施策・事業名 内  容 担当課 

86 出会いの場づくり ○出会いの場 

 本町では小鹿野結婚相談委員会による結婚相談

を年11回開催するとともに、婚活イベントとして

食事会や日帰り旅行、お菓子づくり等を実施して

います。 

  今後とも時代に即した事業を実施し、結婚を希

望する男女の出会いの場を積極的に提供していき

ます。 

中央公民館 

87 地域医療体制の充実 ○秩父地域平日夜間小児救急（当番医）受付事業 

  住民への周知徹底を図るとともに、緊急時に安

心して医療が受けられる体制づくりに努めます。 

○安心して出産できる環境づくり 

 平成24年度に２医院が閉院し、郡内には産科医

院が１医院のみとなったため、秩父圏域外への通

院を余儀なくされている状況にあります。 

 今後、住民が安心して出産できるよう、助産師

等の活用を進めるとともに、近隣自治体と連携し、

産科医の確保に努めます。 

保健課 

小鹿野中央病院 
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第５章  計画の推進 
 

 

１ 推進体制 

  この計画を推進するにあたっては、計画の基本理念である「子どもを生み育てることに夢を

もてるまち」を目指して、行政、住民、企業、団体等が協力しながら推進することとします。 

  「子どもたちを健やかに育てるためには、家族の努力のみでは限界がある」ということを、

地域全体の共通認識とし、子育て世帯を住民を始めとした地域全体で支援するという、心構え

を共有できるよう努めます。 

  特に、本計画の重点事業である幼稚園や保育所（園）の運営に関しては、幼稚園や保育所（園）

のある地域の合意と協力が必要であり、町の子育て環境の充実と子どもたちの将来のために、

長期的視点から計画を推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

   この計画の進捗状況を毎年点検し、小鹿野町子ども・子育て会議にて評価を行います。 

 また、計画Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の4段階を繰り返

すことによって、業務を継続的に改善するＰＤＣＡサイクルを用いて点検・管理を行います。 
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３ 情報提供 

  地域が一体となって計画を推進するためには、行政から住民や企業、団体に適切な情報提供

が行われる必要があります。また、逆に、地域や企業から行政に対して、行政では把握しきれ

ない情報がもたらされることも重要です。さまざまな媒体を活用して、行政と住民・企業との

情報の共有や連携を図ります。 

 

４ 関係機関との連携 

  本計画の中には、ファミリー・サポート・センター事業や、療育事業、要保護児童対策など、

近隣市町や県、保健所、警察署などとの連携が必要な事業があります。また、子育てに関する

国の負担については現状水準を下回らないように、強く要望する必要があります。 

  これらのことから、国、県、保健所、児童相談所、警察等との情報交換や連携に努め、計画

が円滑に推進できるように努めます。 
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関連資料 
 

１ 策定体制 

小鹿野町児童福祉審議会条例 

 （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項及び子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第７７条第１項の規定に基づき、児童福祉行政の円滑な推進を図るた

め、小鹿野町児童福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、児童福祉に関する必要な事項について調査し、審議する。 

２ 審議会は、子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理する。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 児童福祉関係者 

(2) 識見を有する者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、住民課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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小鹿野町児童福祉審議会委員名簿 

                                        敬称略 

No 役  職  名 氏  名 備  考 

1 小鹿野町副町長（会長） 須 田  修 学識経験者 

2 
小鹿野町議会文化厚生常任委員長 
（副会長） 

髙 橋  聡 町議会代表 

3 小鹿野町区長協議会長 山 﨑 日出夫 住民代表（区長代表） 

4 国保町立小鹿野中央病院長 関 口 哲 夫 医療機関代表 

5 小鹿野町社会福祉協議会事務局長 猪 野 龍 男 地域福祉 

6 小鹿野町主任児童委員 田 隝 栄 子 地域福祉 

7 小鹿野小学校長 鈴 木 博 幸 小・中学校校長会代表 

8 小鹿野ひまわり保育園長 稲 葉 寿 子 保育所長代表 

9 両神保育所保護者会代表 新 井 寿 美 住民代表 

10 小鹿野幼稚園長 石 田 加津美 幼稚園長代表 

11 小鹿野幼稚園保護者会長 山 崎 和 代 住民代表 

12 西秩父商工会事務局長 髙 橋   稔 企業代表 

13 Pyonpyon(ぴょんぴょん)代表 鷹 啄 理 沙 子育てサークル代表 

14 
小鹿野学童クラブ施設長 
兼保護者代表 

黒 田 千 帆 住民代表 
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小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６０条の規定に基づき策定する子

ども・子育て支援対策の実施に関する計画（以下「事業計画」という。）の策定について、調査

研究し、総合的、体系的に検討するため、小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討

会議（以下「検討会議」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 検討会議は、別表に定める関係各課所の職員をもって組織する。 

 （会長） 

第３条 検討会議に会長を置き、会長には住民課長をもって充てる。 

２ 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。 

 （会議） 

第４条 検討会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 検討会議は、必要に応じて随時開催し、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、

説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 検討会議の庶務は、住民課において処理する。 

 （その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に

諮って定める。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

課所名 

総務課、総合政策課、住民課、福祉課、保健課、産業振興課、建設課、保育所、 

子育て支援センター、学校教育課、社会教育課、幼稚園、公民館 
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小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会議委員名簿 

 

                                        敬称略 

No 区   分 氏   名 

1 総務課 高 田 行 敏 

2 総合政策課 近 藤 勝 英 

3 住民課 （事務局） 

4 福祉課 浅 見 沙 織 
根 岸 博 司（社会福祉協議会） 

5 保健課 齋 藤 和 子 

6 産業振興課 坂 本   旭 

7 建設課 岡 村 正 男 

8 保育所 強  矢  敏  恵（小鹿野保育所） 
高 田 純 子（両神保育所） 

9 子育て支援センター 髙 橋 一 江 

10 学校教育課 大 場 正 幸 

11 社会教育課 嶋 田  仁 

12 幼稚園 石  川  久  子（三田川幼稚園） 
黒  澤  信  枝（両神幼稚園） 

13 公民館 根 岸 正 人 
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２ 策定経過 

 

開催年月日 内  容 

平成26年 

1月～2月 

子育て支援に関するアンケート調査の実施 

・乳幼児調査（平成19年4月2日以降に生まれたお子さん並びにその保護者） 

・小学生調査（町内の小学生及び保護者） 

平成26年 

1月15日 

子ども・子育て支援事業計画策定に伴う関係団体ヒアリング（１） 

・子育てサークル「ぴょんぴょん」、子育てサークル「ダブルピース」、公立幼稚園、

ひまわり保育園保護者 

平成26年 

1月20日 

子ども・子育て支援事業計画策定に伴う関係団体ヒアリング（２） 

・西秩父商工会、小鹿野学童クラブ、ひまわり保育園、公立保育所保護者、 

小鹿野学童クラブ保護者 

平成26年 

1月21日 

子ども・子育て支援事業計画策定に伴う関係団体ヒアリング（３） 

・両神学童保育室の指導員、保護者 

平成26年 

2月3日 

子ども・子育て支援事業計画策定に伴う関係団体ヒアリング（４） 

・幼稚園保護者 

第１回小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会 

（１）子ども・子育て支援新制度について 

（２）小鹿野町次世代育成支援後期行動計画の進捗状況のまとめ 

（３）子育てサービスに関するアンケート調査の結果 

（４）小鹿野町子ども・子育て支援事業計画に係るサービスの見込み量 

平成26年 

7月31日 

第１回小鹿野町児童福祉審議会次第 

（１）「子ども・子育て支援新制度」の概要について 

（２）「小鹿野町子ども・子育て会議」について 

（３）小鹿野町子ども・子育て支援ニーズ調査について 

  ・小鹿野町次世代育成支援後期行動計画の進捗状況のまとめ 

  ・子育てサービスに関するアンケート調査の結果 資料４－１ 

  ・小鹿野町子ども・子育て支援事業計画に係るサービスの見込み量 

（４）基準条例について 

  ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（案） 

  ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（案） 

  ・支給認定（保育の必要性の認定）に関する基準（案） 

  ・放課後児童健全育成事業設備及び運営基準（案） 

第２回小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会 

（１）小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

平成26年 

10月30日 

第２回小鹿野町児童福祉審議会次第 

（１）基準条例について 

  ・保育の必要性の認定に関する条例について 

  ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（案） 

  ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（案） 

  ・放課後児童健全育成事業設備及び運営基準（案） 

（２）小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（素案）について 
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開催年月日 内  容 

平成26年 

12月1日 

～平成27年 

1月5日 

小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（案）の意見の募集 

（パブリックコメント） 

第３回小鹿野町子ども・子育て支援事業計画策定庁内検討会 

（１）小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

平成2７年 

２月１7日 

第３回小鹿野町児童福祉審議会次第 

（１）基準条例について（報告） 

  ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

  ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

  ・放課後児童健全育成事業設備及び運営基準 

（２）小鹿野町子ども・子育て支援事業計画（案）について 

（３）「子ども・子育て支援新制度における小鹿野町の利用者負担（案）」について
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